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  2
0
1
0
第
１
回
国
民
の
声
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ関
連
部
分
抜
粋
）

提
案
理
由

（
注
）
　
ａ
　
対
応

　
　
　
　
ｂ
　
検
討

措
置
の
概
要
（
対
応
策
）

措
置
の
分
類

（
注
）

提
案
の
対
象
と
な
る

予
算
（
事
務
・
事
業
）

及
び
組
織
の
名
称

提
案
主
体
名

（
会
社
名
・
団
体
名
）

現
在
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
は
、
そ
の
根
幹
と

も
い
う
べ
き
民
間
事
業
者
の
ア
イ
デ
ア

や
企
画
力
の
発
揮
を
十
分
に
行
え
る

制
度
に
な
っ
て
い
な
い
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ 
方
式
が

大
き
く
普
及
し
な
い
最
大
の
課
題
は

提
案
書
作
成
費
用
の
負
担
が
大
き
い

こ
と
で
あ
る
。
民
間
側
に
と
っ
て
、
提

案
書
作
成
費
用
が
著
し
く
増
加
傾
向

に
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
か

ら
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
企
業
が
続

出
す
る
。
中
小
企
業
や
地
方
の
企
業

は
過
大
な
提
案
作
成
費
用
を
負
担
す

る
こ
と
が
難
し
く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
へ
の
参

入
が
で
き
な
い
。
行
政
側
に
と
っ
て

も
、
入
札
・
提
案
参
加
企
業
数
の
減

少
に
よ
る
競
争
環
境
の
悪
化
が
問
題

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
者

選
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
多
段
階

選
抜
方
式
を
本
格
的
に
導
入
し
、
優

秀
な
事
業
者
を
絞
り
込
ん
だ
段
階
で

詳
細
な
提
案
を
求
め
る
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
。

P
F
I事

業

社
団
法

人 関
西
経

済
連
合

会

b

提
案
区
分

提
案
事
項
名

（
タ
イ
ト
ル
）

提
案
の
視
点

提
案
の
具
体
的
内
容

　
現
在
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進

委
員
会
に
お
い
て
他

省
庁
と
連
携
の
下
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
制
度
の
改
正

も
視
野
に
入
れ
た
検

討
を
行
っ
て
い
る
。

予
算
・

組
織

Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
者

選
定
プ
ロ
セ

ス
に
お
け
る

提
案
書
作
成

費
用
負
担
の

軽
減

行
政
手

続
き
の
改

善

Ｐ
Ｆ
Ｉ 
事
業
に
お
い
て
、

民
間
事
業
者
が
ア
イ

デ
ア
や
企
画
力
を
十

分
に
発
揮
し
つ
つ
、
提

案
作
成
費
用
負
担
も

合
理
化
さ
れ
る
よ
う
、

段
階
的
に
優
良
な
事

業
者
が
絞
り
込
ま
れ

て
い
く
よ
う
な
多
段
階

選
抜
・
競
争
的
対
話

方
式
を
本
格
的
に
導

入
す
る
。

1



  2
0
1
0
第
１
回
国
民
の
声
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ関
連
部
分
抜
粋
）

提
案
理
由

（
注
）
　
ａ
　
対
応

　
　
　
　
ｂ
　
検
討

措
置
の
概
要
（
対
応
策
）

措
置
の
分
類

（
注
）

提
案
の
対
象
と
な
る
予
算
（
事
務
・
事

業
）
及
び
組
織
の
名
称

提
案
主
体
名

（
会
社
名
・
団
体
名
）

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
(
P
r
i
v
a
t
e
 
F
i
n
a
n
c
e

I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
)
は
、
公
共
施
設
の
建
設
、
運

営
な
ど
を
民
間
事
業
者
に
委
ね
る
こ
と

で
、
民
間
事
業
者
の
能
力
や
創
意
工
夫
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
で
質
の

高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
活
用
す
れ
ば
、
限

ら
れ
た
予
算
を
効
率
的
に
活
用
し
つ
つ
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
需
要
を
満
た
し
、
雇
用
の

維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
新

政
権
の
目
指
す
「
新
し
い
公
共
」
の
一
つ

の
柱
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
か
ら
入
札
方
法
、
契

約
の
形
態
に
至
る
ま
で
、
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ

Ｉ
法
制
度
は
、
上
意
下
達
的
か
つ
硬
直
的

な
従
来
の
公
共
事
業
の
発
想
、
枠
組
み
が

根
底
に
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
「
国
や
地
方

公
共
団
体
の
民
間
事
業
者
に
対
す
る
関
与

を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ

り
民
間
事
業
者
の
技
術
、
経
営
資
源
、
創

意
工
夫
等
を
十
分
に
発
揮
す
る
」
と
い
う

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
目
指
す
理
念
を
達
成
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
さ
ら
な
る
活

用
を
図
る
た
め
に
は
、
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
の

実
態
を
考
慮
し
つ
つ
、
従
来
の
公
共
事
業

的
な
考
え
方
か
ら
脱
却
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
本
来

の
趣
旨
に
即
し
た
制
度
を
再
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
。

会
計
法

地
方
自
治
法

予
算
決
算
及
び

会
計
令

民
間
資
金
等
の

活
用
に
よ
る
公

共
施
設
等
の
整

備
等
の
促
進
に

関
す
る
法
律

Ｐ
Ｆ
Ｉ
関
連
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

社
団
法
人

日
本
経
済

団
体
連
合

会

b

提
案
区
分

提
案
事
項
名

（
タ
イ
ト
ル
）

提
案
の
視
点

提
案
の
具
体
的
内
容

　
現
在
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
委

員
会
に
お
い
て
他
省
庁

と
連
携
の
下
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

制
度
の
改
正
も
視
野
に

入
れ
た
検
討
を
行
っ
て

い
る
。

規
制
・

制
度

Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
拡
大

に
向
け

た
制
度

改
善

規
制
・

制
度
の

撤
廃
や

見
直
し

 
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
、
利
用

者
・
発
注
者
・
事
業

者
に
と
っ
て
魅
力
あ

る
ス
キ
ー
ム
と
す
べ

き
で
あ
る
。

 
特
に
、
①
～
④
に
つ

い
て
、
実
現
に
向
け

た
検
討
を
急
ぐ
べ
き

で
あ
る
。

①
Ｐ
Ｆ
Ｉ
関
係
法
令

の
改
正
に
よ
る
多
段

階
選
抜
・
競
争
的
対

話
方
式
の
本
格
的
導

入 ②
発
注
者
と
事
業
者

の
対
話
を
通
じ
た

「
予
定
価
格
」
の
柔

軟
な
運
用

③
「
債
務
負
担
行

為
」
の
柔
軟
な
変
更

④
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
選

定
手
続
の
透
明
性
の

確
保
・
向
上

2



  2
0
1
0
第
１
回
国
民
の
声
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ関
連
部
分
抜
粋
）

提
案
理
由

（
注
）
　
ａ
　
対
応

　
　
　
　
ｂ
　
検
討

措
置
の
概
要
（
対
応
策
）

措
置
の
分
類

（
注
）

提
案
の
対
象
と
な
る
予
算

（
事
務
・
事
業
）
及
び
組
織

の
名
称

提
案
主
体
名

（
会
社
名
・
団
体
名
）

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
(
P
r
i
v
a
t
e
 
F
i
n
a
n
c
e

I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
)
は
、
公
共
施
設
の
建
設
、
運

営
な
ど
を
民
間
事
業
者
に
委
ね
る
こ
と
で
、

民
間
事
業
者
の
能
力
や
創
意
工
夫
を
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
で
質
の
高
い
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
活
用
す
れ
ば
、
限
ら
れ
た
予
算
を

効
率
的
に
活
用
し
つ
つ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
需

要
を
満
た
し
、
雇
用
の
維
持
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
さ
に
新
政
権
の
目
指
す
「
新
し

い
公
共
」
の
一
つ
の
柱
と
な
る
も
の
で
あ

る
。

　
一
方
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
か
ら
入
札
方
法
、
契
約

の
形
態
に
至
る
ま
で
、
わ
が
国
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法

制
度
は
、
上
意
下
達
的
か
つ
硬
直
的
な
従
来

の
公
共
事
業
の
発
想
、
枠
組
み
が
根
底
に
あ

る
。
こ
れ
で
は
、
「
国
や
地
方
公
共
団
体
の

民
間
事
業
者
に
対
す
る
関
与
を
必
要
最
小
限

の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
民
間
事
業
者
の

技
術
、
経
営
資
源
、
創
意
工
夫
等
を
十
分
に

発
揮
す
る
」
と
い
う
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
目
指
す
理
念

を
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
さ
ら
な
る
活
用
を
図
る
た
め
に
は
、
民
間

ビ
ジ
ネ
ス
の
実
態
を
考
慮
し
つ
つ
、
従
来
の

公
共
事
業
的
な
考
え
方
か
ら
脱
却
し
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
本
来
の
趣
旨
に
即
し
た
制
度
を
再
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
。

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
契
約

に
際
し
て

の
諸
問
題

に
関
す
る

基
本
的
考

え
方
」

（
2
0
0
9
年

４
月
３

日
）

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
契
約

と
の
関
連

に
お
け
る

業
務
要
求

水
準
書
の

基
本
的
考

え
方
」

（
2
0
0
9
年

４
月
３

日
）

社
団
法
人

日
本
経
済

団
体
連
合

会

a

提
案
区
分

提
案
事
項
名

（
タ
イ
ト
ル
）

提
案
の
視
点

提
案
の
具
体
的
内
容

　
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
契

約
に
際
し
て
の
諸
問

題
に
関
す
る
基
本
的

考
え
方
」
及
び
「
Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
契
約
と
の

関
連
に
お
け
る
業
務

要
求
水
準
書
の
基
本

的
考
え
方
」
を
踏
ま

え
て
作
成
さ
れ
た

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
標
準
契
約

１
（
公
用
施
設
整
備

型
・
サ
ー
ビ
ス
購
入

型
版
）
案
」
に
つ
い

て
、
平
成
2
1
年
度
中

に
全
国
５
会
場
で
意

見
交
換
会
を
開
催

し
、
関
係
省
庁
、
地

方
自
治
体
へ
の
周
知

徹
底
を
図
っ
た
。

　
ま
た
、
意
見
交
換

会
等
で
の
意
見
を
踏

ま
え
、
平
成
2
2
年
3
月

3
0
日
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
委
員

会
で
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
標
準

契
約
１
（
公
用
施
設

整
備
型
・
サ
ー
ビ
ス

購
入
型
版
）
案
」
を

取
り
ま
と
め
た
。

規
制
・

制
度

P
F
I
制

度
の
改

善
措
置

に
つ
い

て
の
関

係
省

庁
、
地

方
自
治

体
へ
の

周
知
徹

底

規
制
・

制
度
の

撤
廃
や

見
直
し

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
関
す
る
下

記
①
～
③
に
つ
い
て

は
、
内
閣
府
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推

進
委
員
会
が
策
定
し
た

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
契
約
に

際
し
て
の
諸
問
題
に
関

す
る
基
本
的
考
え
方
」

（
2
0
0
9
年
４
月
３

日
）
、
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業

契
約
と
の
関
連
に
お
け

る
業
務
要
求
水
準
書
の

基
本
的
考
え
方
」

（
2
0
0
9
年
４
月
３
日
）

に
お
い
て
改
善
措
置
が

示
さ
れ
て
お
り
、
各
Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
に
お
い
て
着

実
に
実
行
さ
れ
る
よ

う
、
関
係
省
庁
、
地
方

自
治
体
に
徹
底
す
べ
き

で
あ
る
。

①
要
求
水
準
の
明
確

化
・
定
量
化

②
発
注
者
・
事
業
者
間

の
適
正
な
リ
ス
ク
分
担

③
落
札
後
の
契
約
の
見

直
し
に
関
す
る
柔
軟
な

対
応

3



地
方
公
共
団
体
・
民
間
事
業
者
の
許
認
可
に
関
す
る
意
見
 

番
号
 
意
見
の
提
出
者
 

内
容
 

１
  

地
方
公
共
団
体
 
事
業
を
行
う
た
め
の
建
物
の
施
錠
管
理
等
を
、
要
求
水
準
書
に
お
い
て
「
警
備
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
求
め
ま
し
た
。

こ
の
「
警
備
」
が
警
備
業
法
の
「
警
備
」
に
該
当
す
る
の
か
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
提
案
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｃ
自
ら
が
要
求
水

準
書
で
い
う
「
警
備
」
を
行
う
提
案
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
警
備
業
法
の
「
警
備
」
に
該
当
す
る
と
な
る
と
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ

が
警
備
業
法
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
た
め
で
す
。
最
終
的
に
は
、
事
業
者
に
使
用
を
許
可
し
た
施
設

は
、
自
ら
が
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
を
自
ら
施
錠
管
理
等
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
、
警
備
業
法
の
「
警
備
」

に
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。【
警
備
業
法
第
４
条
】
 

２
 

地
方
公
共
団
体
 
解
釈
論
に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
と
し
て
機
能
す
る
（
実
際
に
事
業
契
約
書
に
基
づ
く
業
務

を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
）
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
れ
ば
、
事
業
契
約
の
当
事
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
各

種
業
務
（
例
：
警
備
業
務
に
お
け
る
警
備
業
法
上
の
許
可
等
）
を
取
得
し
て
い
る
必
要
は
な
い
旨
、
内
閣
府
等
に
お
い

て
明
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。【
警
備
業
法
第
４
条
】
 

３
 

民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
警
備
業
の
許
可
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

→
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
業
務
を
委
託
す
る
法
人
が
許
可
法
人
で
あ
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
み
な
し
法
人
と
し
て
扱
い
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
許
可
を

取
得
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
働
き
か
け
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
警
備
業
の
許
可
を
取
得
し
た
。
そ
の
た
め
、

常
駐
の
有
資
格
者
を
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
配
置
す
る
必
要
（
実
際
は
警
備
業
者
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
常
駐
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
役
員
が

有
資
格
者
で
あ
っ
た
た
め
、
別
途
人
件
費
は
発
生
し
て
い
な
い
）
が
生
じ
、
定
期
的
な
講
習
会
へ
の
出
席
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
た
め
、
継
続
的
に
交
通
費
等
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
【
警
備
業
法
第
４
条
】
 

４
 

民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
い
え
ど
も
会
社
法
上
は
一
般
の
株
式
会
社
と
全
く
同
様
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
た
め
（
法
制
上
の
整
理
が
な

さ
れ
て
い
な
い
）、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
自
体
も
警
察
庁
の
指
導
に
基
づ
き
、
警
備
業
法
第
４
条
に
基
づ
く
警
備
業
の
認
定
を
受
け
て

い
る
。
 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
理
念
を
い
か
に
訴
え
て
も
、
当
該
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
法
制
面
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
Ｓ

Ｐ
Ｃ
と
し
て
は
、
警
察
庁
の
指
導
に
従
っ
て
警
備
業
の
認
定
を
受
け
、
指
揮
命
令
系
統
の
明
確
性
を
担
保
す
る
た
め
に

本
店
所
在
地
に
専
用
の
部
屋
を
設
け
、
警
備
業
法
上
必
要
な
資
格
者
を
配
属
し
、
役
員
変
更
の
た
び
に
多
数
の
書
類
を

準
備
し
て
変
更
届
を
提
出
す
る
等
の
各
種
事
務
手
続
き
を
行
い
、
更
に
所
轄
警
察
署
に
よ
る
毎
年
の
立
ち
入
り
に
備
え

る
等
、
警
備
業
の
認
定
に
付
随
す
る
様
々
な
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
経
済
的
・
事
務
的
負
担
は
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
と
っ
て
大
き
く
、
か
つ
入
札
前
に
は
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。
【
警
備
業
法
第
４
条
】
 

4



地
方
公
共
団
体
・
民
間
事
業
者
の
許
認
可
に
関
す
る
意
見
 

５
 

民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
警
備
業
法
に
基
づ
く
警
備
業
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
案
件
が
あ
り
ま
す
。
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
導
管
体

で
あ
り
専
任
の
役
職
員
が
い
な
い
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
警
備
業
務
を
受
託
す
る
企
業
が
警
備
業
許
可
を
取
得
し
て
い
る

こ
と
で
認
め
て
貰
う
べ
く
交
渉
し
ま
し
た
が
駄
目
で
し
た
。
止
む
を
得
な
い
の
で
維
持
管
理
企
業
が
選
任
し
て
い
る
Ｓ

Ｐ
Ｃ
取
締
役
に
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
を
兼
務
し
て
貰
う
こ
と
で
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
警
備
業
許
可
を
取
得
し
ま
し
た
。【
警
備

業
法
第
４
条
】
 

６
 

民
間
事
業
者
 

許
認
可
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
構
成
企
業
の
両
者
が
許
認
可
取
得
し
て
い
る
。【
有
線
テ
レ
ビ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
に
基

づ
く
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
、
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
事
業
】
 

７
 

地
方
公
共
団
体
 
火
葬
場
経
営
許
可
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
が
経
営
許
可
申
請
者
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
管
理
者
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
お
け
る
火
葬
場
経
営
申
請
を
ど
ち
ら
で
行
う
か
、
判
断
基
準
が
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
協
議
を
要
し

た
。【
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
第
1
0
条
第
１
項
】
 

８
 

民
間
事
業
者
 

給
食
セ
ン
タ
ー
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
お
け
る
食
品
営
業
許
可
の
取
得
に
関
し
て
、
自
治
体
と
事
業
契
約
を
結
ん
で
い
る
事
業

会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
が
取
得
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
「
食
品
衛
生
責
任
者
」
の
有
資
格
者

が
在
籍
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
が
、
通
常
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
各
構
成
企
業
か
ら
派
遣
さ
れ
た
取
締
役
・
監
査
役
の
み
の
在
籍
と
な

っ
て
お
り
、
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
の
実
務
者
で
な
い
者
が
在
籍
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
内

で
の
有
資
格
者
の
在
籍
が
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
た
め
「
食
品
衛
生
責
任
者
」
の
有
資
格
者
を
実
務
者
と
し
て
保
有
す
る

運
営
企
業
に
食
品
営
業
許
可
に
取
得
さ
せ
た
ほ
う
が
、
事
業
に
要
す
る
許
認
可
の
取
得
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
可
能
と

考
え
ま
す
。
ま
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
お
け
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
運
営
企
業
に
運
営
面
の
リ
ス
ク
を
パ
ス
ス
ル
ー
す
る
性
質
も
考

慮
し
た
場
合
、
運
営
企
業
が
運
営
に
対
す
る
責
任
を
持
つ
と
い
う
観
点
か
ら
も
運
営
企
業
で
の
食
品
営
業
許
可
の
取
得

が
自
然
と
考
え
ま
す
。
【
食
品
衛
生
法
第
5
2
条
及
び
第
5
3
条
】
 

９
 

地
方
公
共
団
体
 
薬
事
法
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療
機
器
等
販
売
業
・
賃
貸
業
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
許
可
を
取
得
し
て
い
る
。

【
薬
事
法
第
3
9
条
】
 

1
0
 

地
方
公
共
団
体
 
本
事
業
で
は
、
調
達
業
務
の
履
行
に
あ
た
り
、
薬
事
法
第
3
9
条
第
1
項
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
の
許
認

可
を
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
み
が
取
得
し
て
い
る
。
本
事
業
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
協
力
企
業
を
介
さ
ず
、
自
ら
が
販
売
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
で
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
内
に
管
理
者
を
設
置
し
て
い
る
。
【
薬
事
法
第
3
9
条
】
 

1
1
 

地
方
公
共
団
体
 
薬
事
法
第
3
9
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
・
賃
貸
業
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
協

力
企
業
の
両
者
が
許
可
を
取
得
し
て
い
る
。
な
お
、
本
許
可
に
基
づ
き
、
管
理
者
を
設
置
し
て
い
る
【
薬
事
法
第
3
9
条
第
１

5



地
方
公
共
団
体
・
民
間
事
業
者
の
許
認
可
に
関
す
る
意
見
 

項
、
第
3
9
条
の
2
】
 

1
2
 

民
間
事
業
者
 

薬
事
法
第
3
9
条
に
よ
り
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
(
自
動
体
外
式
除
細
動
器
)
を
施
設
に
設
置
す
る
際
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
購
入
し
て
納
入
す
る

必
要
が
あ
っ
た
為
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
販
売
業
・
賃
貸
業
の
許
可
を
新
た
に
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
建
設
業
者
が
事
業
の
代
表
企
業
と
な
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
運
営
会
社
と
な
る
例
が
多
い
の
で
、
新
た
な
許
可
取

得
の
必
要
な
場
合
の
緩
和
措
置
が
あ
れ
ば
助
か
る
。
【
薬
事
法
第
3
9
条
】
 

1
3
 

民
間
事
業
者
 

農
家
、
農
業
生
産
法
人
、
認
定
農
家
な
ど
で
は
な
い
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
農
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

→
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
業
務
を
委
託
す
る
法
人
が
認
定
農
家
で
あ
る
た
め
、
法
務
省
並
び
に
市
に
詳
細
に
説
明
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
み

な
し
法
人
と
し
て
扱
い
、
直
接
認
定
農
家
へ
の
農
地
貸
付
を
働
き
か
け
た
が
、
法
及
び
条
例
は
変
え
ら
れ
な
い
と
の
こ

と
で
、
結
局
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
営
農
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。【
農
地
法
第
３
条
】
 

1
4
 

地
方
公
共
団
体
 
電
気
事
業
法
で
は
、
法
の
基
準
に
該
当
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
工
事
・
維
持
及
び
運
用
の
監
督
の

た
め
に
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
（
Ｂ
Ｏ
Ｏ
等
所
有
権
移
転
を
実
施
し
な
い
も
の

を
除
く
）
で
は
、
施
設
の
工
事
・
維
持
及
び
運
用
を
含
め
た
全
て
を
民
間
事
業
者
に
委
ね
る
こ
と
か
ら
、
上
記
主
任
技

術
者
も
民
間
事
業
者
が
選
任
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
一
方
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
は
い
え
、
所
有
権
移
転
を
伴
う
場
合
、

通
常
、
上
記
「
設
置
す
る
者
」
は
地
方
公
共
団
体
と
な
り
、
そ
の
選
任
義
務
は
地
方
公
共
団
体
に
残
っ
て
し
ま
う
。
 

本
事
業
で
は
、
経
済
産
業
省
と
の
協
議
の
結
果
、「
設
置
す
る
者
」
と
所
有
者
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
必
要
は
な
い
と
の

見
解
を
受
け
、
民
間
事
業
者
を
「
設
置
す
る
者
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
上
記
問
題
を
解
決
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
地

方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
電
気
工
作
物
の
設
置
者
が
民
間
事
業
者
で
あ
る
と
い
う
、
複
雑
な
状
況
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

→
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
電
気
工
作
物
の
工
事
・
維
持
及
び
運
用
の
全
て
を
他
の
者
に
委
ね
る
場
合
に
は
、

設
置
者
で
は
な
く
そ
の
受
託
者
が
主
任
技
術
者
を
選
任
で
き
る
よ
う
法
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。【
電
気
事

業
法
第
4
3
条
】
 

1
5
 

地
方
公
共
団
体
 
発
電
設
備
の
工
事
及
び
維
持
管
理
に
は
電
気
主
任
技
術
者
の
資
格
が
必
要
で
す
。
建
設
段
階
に
お
い
て
は
、
手
続
き
を

簡
易
に
す
る
た
め
、
本
市
か
ら
電
気
主
任
技
術
者
を
選
任
し
ま
し
た
。
電
気
主
任
技
術
者
は
、
施
設
の
所
有
者
に
係
ら

ず
、
実
質
の
管
理
者
を
「
み
な
し
」
管
理
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、
今
後
は
事
業
者
側
か
ら
電
気
主

任
技
術
者
を
選
任
す
る
予
定
で
す
。
し
か
し
、
電
気
主
任
技
術
者
を
Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
選
任
す
る
と
電
気
事
業
法
と
し
て
の

維
持
管
理
運
営
リ
ス
ク
を
Ｏ
＆
Ｍ
 
Ｊ
Ｖ
に
パ
ス
ス
ル
ー
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
Ｏ
＆
Ｍ
 
Ｊ
Ｖ
か
ら
電
気
主
任
技
術
者

を
選
任
す
る
と
、
電
気
事
業
法
上
は
、
本
市
と
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
関
係
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
今
後
の
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。【
電
気
事
業
法
第
4
3
条
】
 

6



地
方
公
共
団
体
・
民
間
事
業
者
の
許
認
可
に
関
す
る
意
見
 

1
6
 

民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
電
気
主
任
技
術
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

→
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
業
務
を
委
託
す
る
法
人
が
有
資
格
者
を
保
有
し
て
い
る
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
み
な
し
法
人
と
し
て
扱
い
、
当

該
法
人
か
ら
の
選
任
を
認
め
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
を
行
う
が
、
自
治
体
ご
と
に
み
な
し
法
人
と
し
て
も
ら
え
る
ケ

ー
ス
と
、
し
て
も
ら
え
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。
み
な
し
法
人
と
し
て
認
め
て
も
ら
え
な
い
場

合
は
、
当
該
有
資
格
者
保
有
法
人
の
職
員
を
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
出
向
さ
せ
、
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
、
人
件
費
等
無
駄
な
費
用

が
生
じ
て
い
る
。
【
電
気
事
業
法
第
4
3
条
】
 

1
7
 

民
間
事
業
者
 

発
電
事
業
を
行
う
一
般
廃
棄
物
処
理
Ｄ
Ｂ
Ｏ
事
業
に
お
い
て
、
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
Ｂ
Ｔ
主
任
技
術
者
及
び
電
気
主

任
技
術
者
は
、
本
来
、
施
設
設
置
者
で
あ
る
発
注
者
に
て
選
任
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
が
、
入
札
公
告
等
に
よ
り
、

民
間
事
業
者
の
範
囲
と
し
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
り
選
任
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
、
そ
の
後
の
運
用
段
階
に
お
い
て
、

整
合
性
を
取
る
事
に
苦
慮
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
ま
す
。
【
電
気
事
業
法
第
4
3
条
】
 

1
8
 

地
方
公
共
団
体
 
電
気
事
業
法
第
4
3
条
及
び
同
施
行
規
則
第
5
3
条
第
１
項
並
び
に
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
気
主
任
技
術
者
を
選
任

す
る
た
め
に
は
、
①
委
託
契
約
書
の
写
し
の
提
示
、
②
委
託
契
約
書
は
保
安
管
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
の
み
を
内
容

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
２
要
件
を
○
○
監
督
部
よ
り
指
導
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
自
治
体
と
締
結
し
た
事
業
契
約
書

で
は
上
記
要
件
を
満
た
せ
ず
、
ま
た
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
構
成
企
業
間
と
の
委
託
契
約
は
、
事
業
契
約
書
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
反

映
さ
せ
た
内
容
で
あ
る
た
め
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
自
治
体
側
を
委
託
者
、
構
成
企
業
を
受
託
者
と
し
て
自
家
用
電
気

工
作
物
の
保
安
管
理
業
務
委
託
を
締
結
し
た
。【
電
気
事
業
法
第
4
3
条
及
び
同
施
行
規
則
第
5
3
条
第
１
項
並
び
に
第
２

項
】
 

1
9
 

民
間
事
業
者
 

電
気
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
た
め
に
は
、
①
委
託
契
約
書
の
写
し
の
提
示
、
②
委
託
契
約
書
は
保
安
管
理
業
務
を
委

託
す
る
こ
と
の
み
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
２
要
件
が
○
○
監
督
部
よ
り
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
自

治
体
と
締
結
し
た
事
業
契
約
書
で
は
上
記
要
件
を
満
た
せ
ず
、
ま
た
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
構
成
企
業
間
と
の
委
託
契
約
は
、
事
業

契
約
書
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
た
内
容
で
あ
る
た
め
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
自
治
体
側
を
委
託
者
、
構
成
企
業

を
受
託
者
と
し
て
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
管
理
業
務
委
託
を
締
結
し
ま
し
た
。（
実
務
的
に
は
委
託
者
が
ペ
ー
パ
ー

カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
の
再
委
託
で
は
保
安
上
問
題
と
い
う
解
釈
）
【
電
気
事
業
法
第
4
3
条
及
び
同
施
行
規

則
第
5
3
条
第
１
項
並
び
に
第
２
項
】
 

2
0
 

民
間
事
業
者
 

修
繕
工
事
に
お
け
る
建
設
業
法
上
の
元
請
け
責
任
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
発
生
す
る
。
 

→
当
該
事
業
は
包
括
的
委
託
事
業
の
た
め
、
施
設
の
運
転
管
理
と
併
せ
設
備
の
維
持
管
理
の
た
め
の
修
繕
が
発
生
し
ま

す
。
こ
の
修
繕
は
日
常
的
な
保
守
管
理
上
の
も
の
と
、
設
備
を
停
止
し
定
期
的
に
行
う
も
の
と
が
あ
り
ま
す
が
、
後
者

7



地
方
公
共
団
体
・
民
間
事
業
者
の
許
認
可
に
関
す
る
意
見
 

の
修
繕
工
事
は
、
包
括
的
委
託
事
業
以
前
は
単
独
で
建
設
業
法
に
則
っ
て
契
約
行
為
が
行
わ
れ
た
「
請
負
工
事
」
に
類

し
ま
す
。
包
括
的
委
託
事
業
は
こ
の
修
繕
工
事
も
業
務
と
し
て
包
含
さ
れ
、
工
事
実
施
に
あ
た
っ
て
は
建
設
業
法
に
定

め
ら
れ
た
体
制
や
行
為
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
自
治
体
と
の
契
約
当
事
者
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
た
め
、
一
般
的

に
は
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
元
請
け
と
見
な
さ
れ
建
設
業
法
上
の
元
請
け
責
任
が
発
生
し
ま
す
。
し
か
し
、
多
く
の
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
同
様

に
代
表
企
業
で
あ
る
Ａ
会
社
も
建
設
業
許
可
、
資
格
者
を
有
し
て
い
な
い
た
め
に
建
設
業
法
上
の
元
請
け
に
な
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
応
募
時
や
契
約
後
に
も
そ
の
種
の
取
得
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
上
記
修
繕
工
事
に
関
し
て
は
、
元
請
け
工
事
会
社
で
は
な
く
発
注
者
（
代
行
者
）
で
あ
る
と
い
う

解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
は
自
治
体
・
Ｓ
Ｐ
Ｃ
・
再
委
託
業
者
間
で
建
設
業

法
に
基
づ
く
立
場
・
責
任
を
事
前
に
明
確
に
し
た
文
書
の
締
結
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
【
建
設
業
法
第
2
2
条
】
 

2
1
 

民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
得
し
、
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
を
専
任
で
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

→
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
業
務
を
委
託
す
る
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
許
可
法
人
で
あ
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
み
な
し
法
人
と
し
て
扱
い
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ

は
許
可
を
取
得
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
働
き
か
け
た
が
、
自
治
体
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｃ
へ
の
販
売
代
理
業
務
委
託
で
あ
る
た
め

免
許
取
得
が
必
要
で
あ
る
と
の
主
張
を
変
え
な
い
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
専
任
の
取
引
主
任
者
の
人
件
費
、
主
た
る
事
務
所
の
確
保
、
営
業
保
証
金
（
1
,
0
0
0
万
円
）
の
供

託
な
ど
、
無
駄
な
費
用
が
生
じ
て
い
る
。
【
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
３
条
第
１
項
、
第
1
5
条
第
１
項
】
 

2
2
 

地
方
公
共
団
体
 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
許
可
が
必
要
で

あ
る
が
、
当
町
の
場
合
、
近
隣
５
市
町
で
構
成
さ
れ
る
「
○
○
組
合
」
に
よ
る
浄
化
槽
清
掃
業
の
許
可
が
必
要
に
な
っ

て
い
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
協
力
企
業
は
全
て
許
可
を
得
て
い
る
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
対
し
て
車
両
及
び
人
員
を

貸
与
し
、
貸
与
さ
れ
た
車
両
及
び
人
員
を
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
管
理
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
責
任
に
お
い
て
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
運
搬
業

務
を
行
う
こ
と
は
、
同
法
律
第
７
条
第
1
4
項
の
再
委
託
の
禁
止
に
接
触
し
な
い
か
。
ま
た
貸
与
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
、

許
可
業
者
と
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
平
行
し
て
使
用
管
理
す
る
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
運
搬
業
務
の
再
委

託
に
接
触
し
な
い
か
疑
義
が
生
じ
た
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
協
議
の
上
、
浄
化
槽
汚
泥
収
集
業
務
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
か
ら
除
外

し
、
各
協
力
企
業
と
の
別
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
。【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
7
条
第
14
項
】

2
3
 

地
方
公
共
団
体
 
様
々
な
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
お
い
て
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ゴ
ミ
の
収
集
・
運
搬
・
処
理
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

法
令
に
よ
り
明
確
に
再
委
託
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
 事
業
運
営
に
あ
た
り
排
出
者
責
任
と
の
関
係
か
ら
課
題
と
な
る
と

考
え
る
。【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
1
4
項
】
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2
4
 

地
方
公
共
団
体
 
廃
棄
物
処
理
法
の
再
委
託
禁
止
規
定
の
た
め
、
処
理
残
さ
の
運
搬
を
Ｓ
Ｐ
Ｃ
自
ら
実
施
す
る
こ
と
に
伴
う
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
組

織
の
不
必
要
な
大
型
化
【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
1
4
項
】
 

2
5
 

民
間
事
業
者
 

廃
棄
物
処
理
施
設
(
都
市
ご
み
焼
却
施
設
、
下
水
汚
泥
等
を
扱
う
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
な
ど
)
の
運
営
業
務
に
は
、
処

理
後
に
処
理
残
渣
や
リ
サ
イ
ク
ル
不
可
物
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
地
方
自
治
体
が
運
営
し
て
い
る
場
合
、
残
渣
物
は

排
出
者
と
し
て
第
三
者
へ
外
部
委
託
処
理
で
き
る
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
の
場
合
は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
委
託
要
件
が
あ

り
、
再
委
託
に
該
当
し
て
運
搬
や
処
理
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第

７
条
第
1
4
項
】
 

2
6
 

民
間
事
業
者
 

「
廃
棄
物
処
理
法
」
に
お
い
て
は
、
排
出
事
業
者
が
「
収
集
運
搬
処
分
業
者
」
に
廃
棄
物
処
分
業
務
を
直
接
委
託
し
な

い
と
い
け
な
い
が
、
入
札
要
綱
で
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
落
札
後
、
当
該
廃
棄
物

処
分
業
務
費
を
含
め
た
事
業
費
で
、
発
注
者
（
公
共
）
と
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
事
業
契
約
を
締
結
し
た
。
 

た
だ
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
当
該
廃
棄
物
処
分
業
務
を
排
出
事
業
者
で
あ
る
発
注
者
（
公
共
）
に
代
わ
り
、
直
接
、
収
集
運
搬

処
分
業
者
に
直
接
委
託
で
き
る
の
か
は
、
入
札
時
点
で
は
、
監
督
官
署
の
確
認
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
事
業
契

約
締
結
後
、
発
注
者
（
公
共
）
が
、
監
督
官
署
と
確
認
し
た
が
、
結
果
的
に
、
当
該
廃
棄
物
処
分
業
務
は
排
出
事
業
者

で
あ
る
発
注
者
（
公
共
）
が
収
集
運
搬
処
分
業
者
に
直
接
委
託
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
と
な
り
、
事
業
契
約
か
ら
当

該
廃
棄
物
処
分
業
務
を
除
外
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

こ
の
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
特
別
の
許
可
を
必
要
と
す
る
業
務
は
事
業
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
ほ
う
が
い
い
。【
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
1
4
項
】
 

2
7
 

民
間
事
業
者
 

２
つ
の
案
件
で
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
運
営
事
業
と
副
生
成
物
で
あ
る
灰
の
再
資
源
化
事
業
（
セ
メ
ン
ト
化
な

ど
）
を
、
廃
掃
法
上
の
再
委
託
禁
止
規
定
に
よ
り
、
各
事
業
毎
の
個
別
の
契
約
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
一
事

業
の
事
業
範
囲
と
し
て
発
注
し
て
い
る
。
ま
た
、
両
事
業
は
、
全
く
個
別
の
業
務
に
も
関
わ
ら
ず
、
民
間
事
業
者
同
士

に
連
帯
責
任
を
課
し
て
い
る
。
 

→
再
委
託
禁
止
規
定
に
よ
り
、
各
事
業
毎
の
個
別
契
約
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
事
業
と
せ
ず
、
別
個
に
発
注
す

る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
運
営
事
業
と
灰
の
再
資
源
化
事
業
は
補
完
関
係
に
な
い
為
、

各
構
成
企
業
と
し
て
は
、
連
帯
責
任
を
課
さ
れ
て
も
責
任
を
負
う
事
が
出
来
ず
、
事
業
リ
ス
ク
の
過
大
な
民
間
移
転
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
廃
掃
法
の
再
委
託
禁
止
規
定
と
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
標
準
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
設
立
し

た
上
で
構
成
企
業
へ
の
リ
ス
ク
移
転
す
る
考
え
方
が
全
く
相
反
し
て
お
り
、
整
合
性
を
持
っ
た
事
業
ス
キ
ー
ム
の
確
立

が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
1
4
項
】
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（
注
）
地
方
公
共
団
体
の
意
見
と
民
間
事
業
者
の
意
見
は
、
同
一
の
案
件
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
 

2
8
 

民
間
事
業
者
 

○
○
事
業
は
浄
水
場
に
て
発
生
す
る
汚
泥
の
脱
水
処
理
お
よ
び
処
理
後
に
発
生
す
る
脱
水
ケ
ー
キ
を
有
効
利
用
す
る
事

業
で
す
。
浄
水
処
理
に
よ
り
発
生
す
る
汚
泥
は
産
業
廃
棄
物
で
あ
り
、
自
治
体
が
脱
水
処
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
自

ら
処
理
に
あ
た
り
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
掃
法
」
と
い
う
）
に
お
け
る
処
分
業
の
許

可
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
し
て
事
業
者
が
脱
水
処
理
業
務
を
行
う
場
合
、
自
治
体
よ
り
排
出

さ
れ
た
汚
泥
を
事
業
者
が
業
務
と
し
て
処
理
す
る
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
廃
掃
法
に
お
け
る
処
分
業
の
許
可
取
得
が
必

要
と
な
り
、
そ
の
許
認
可
取
得
に
お
い
て
下
記
事
項
の
問
題
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
 

１
．
 再
委
託
の
禁
止
 

廃
掃
法
で
は
業
務
の
再
委
託
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
自
身
が
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
廃
掃
法
に

お
け
る
業
務
の
責
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
残
っ
て
し
ま
う
。（
事
業
の
安
定
性
の
た
め
、
業
務
を
実
施
す
る
構
成
企
業
に
廃
掃
法
に

お
け
る
業
務
の
責
任
も
パ
ス
ス
ル
ー
し
た
い
。
）
 

２
．
 許
認
可
取
得
 

処
分
業
の
許
可
を
取
得
す
る
た
め
の
許
認
可
の
条
件
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
自
治
体
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
（
自
治
体
に

よ
っ
て
は
、
許
認
可
取
得
申
請
前
に
事
前
協
議
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
、
事
前
協
議
に
1
年
近
く
を
要
す
こ
と
が
あ
る
）。

事
業
契
約
書
に
て
許
認
可
取
得
は
事
業
者
の
責
と
な
る
が
、
事
業
者
に
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
部
分
が
多
く
、
事

業
運
営
上
の
大
き
な
リ
ス
ク
と
な
っ
て
い
る
。
 

→
そ
こ
で
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
に
よ
る
公
共
事
業
と
し
て
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
の
許
認
可
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
場
合
と
同
等
の
扱
い
と
す
る
等
、
法
解
釈
に
お
け
る
指
針
の
制
定
を
お
願
い
し
た
い
。【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
７
条
第
６
項
及
び
第
７
条
第
1
4
項
】
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民
間
事
業
者
 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
と
し
て
の
資
格
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

→
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
業
務
を
委
託
す
る
法
人
が
有
資
格
者
で
あ
る
た
め
、
①
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
業
務
か
ら
外
し
、
直
接
公
共
が
処
理
業

者
（
有
資
格
者
）
に
委
託
す
る
か
、
②
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
み
な
し
法
人
と
し
て
扱
い
、
受
託
者
の
資
格
の
み
で
良
い
と
す
る
か
、

い
ず
れ
か
の
変
更
を
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
）
【
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
1
4
条
第
１
項
】
 

10



 

 

 

第 ３ 次 勧 告 
 

～ 自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ ～ 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１０月７日 

 

地 方 分 権 改 革 推 進 委 員 会 
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はじめに 

 

地方分権改革は、住民に身近な行政に関する企画・決定・実施を、一貫してできる限

り地方自治体にゆだねることを基本として、国と地方の役割分担を徹底して見直す取組

みである。こうした考えの下、地方分権改革推進委員会（以下「当委員会」という。）

は、今次の地方分権改革の目標を、地方自治体を自治行政権のみならず自治立法権、自

治財政権をも十分に具備した完全自治体にしていくとともに、住民意思に基づく地方政

治の舞台としての「地方政府」に高めていくことと設定し、これまで 97 回に及ぶ委員

会を開催し、精力的に調査審議を進めてきた。 

 

当委員会は、これまでに２次にわたる勧告を内閣総理大臣に提出し、地方分権改革の

具体策を政府に提言してきた。 

第１次勧告（平成 20 年５月 28 日）では、国と地方の役割分担の基本的な考え方を明

らかにするとともに、それに基づいて、「重点行政分野の抜本的見直し」、「基礎自治体

への権限移譲の推進」、「補助対象財産の財産処分の弾力化」について取り上げた。 

続く第２次勧告（平成 20 年 12 月８日）では、「義務付け・枠付けの見直しと条例制

定権の拡大」と「国の出先機関の見直しと地方の役割の拡大」について勧告を行った。 

この第３次勧告（以下「本勧告」という。）は、「義務付け・枠付けの見直しと条例制

定権の拡大」、「地方自治関係法制の見直し」及び「国と地方の協議の場の法制化」を三

つの大きな柱としている。 

 

本勧告の三つの柱のうち、一つ目は「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」

である。 

自治行政権の分権については、第１次地方分権改革において、機関委任事務制度の全

面廃止等広い意味での関与の縮小廃止について大きな成果が得られたところである。

「地方政府」の確立に向け、当委員会において必ず果たさなければならない課題、それ

が自治立法権の分権であった。この分権のためには、地方自治体の条例制定権の拡大が

必要であり、法制的な観点から地方自治体の自主性を強化し、政策や制度の問題も含め

て自由度を拡大するとともに、自らの責任において行政を展開できる仕組みを構築する

ことが必要となる。当委員会は、これを「義務付け・枠付けの見直し」という改革テー

マとして設定し、平成 19 年４月の委員会設置以来取り組んできた。膨大な作業、長時

間にわたる調査審議を重ねるとともに詳細な検討を行い、ここに今次分権改革としての

結論を得るに至った。 

すなわち、第２次勧告において、義務付け・枠付けの対象範囲を整理し、その存置を

許容する場合等のメルクマール（判断基準）を設定した上で、メルクマールに該当しな

い 4,076 条項の見直し対象条項については、条例制定権の拡大を図る方向で見直しを行

う必要があると判断した。本勧告においては、その第１章で、第２次勧告において、メ

ルクマールに該当せず見直しを行うべきとされた義務付け・枠付けに係る条項のうち、
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特に問題があるとした事項である、(a)施設・公物設置管理の基準、(b)協議、同意、許

可・認可・承認、(c)計画等の策定及びその手続（以下「３つの重点事項」という。）に

ついて具体的に講ずべき措置の方針を整理した上で、３つの重点事項の個別条項につい

て具体的に講ずべき措置を提示した。また、３つの重点事項以外の見直し対象条項につ

いても、第２次勧告に基づき具体的に見直し措置を講ずべきことを提言することとした。 

 

 三つの柱のうち、二つ目は「地方自治関係法制の見直し」である。 

「地方政府」の確立のためには、地方自治体が自らの判断と責任においてその組織と

財務のマネジメントを改革していくことを可能とするため、現行制度を見直していく必

要がある。 

こうした観点から、本勧告第２章では、行政委員会の必置規制の見直しと地方自治体

の財務会計における透明性の向上等を提言することとした。 

 

三つの柱のうち、最後は「国と地方の協議の場の法制化」である。 

当委員会は「地方政府」の確立に向け調査審議を重ね、累次の勧告を行ってきている

が、今後とも、国と地方を巡る様々な法令・制度の制定改廃は絶え間なく続くものであ

り、その際、国は地方自治体の自主性・自立性が確保されるように配慮し、同時に、地

方の現場の実態等を聴取し、事務が円滑に行われるよう万全を期す必要がある。 

そこで、本勧告第３章では、国と地方の協議の場の法制化に関し提言を行うこととし

た。 
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第１章 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大 

 

１ 義務付け・枠付けの見直しの経緯 

 

第２次勧告では、地方自治体が自らの責任において行政を実施する仕組みを構築す

るとの観点から、自治事務のうち、法令による義務付け・枠付けをし、条例で自主的

に定める余地を認めていないものを見直しの対象としたところである。この範囲の義

務付け・枠付け（以下「見直し対象条項」という。）について、「義務付け・枠付け

の存置を許容する場合のメルクマール」及び「『義務付け・枠付けの存置を許容する

場合のメルクマール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」

への該当・非該当についての当委員会としての判断を示し、メルクマールに該当しな

いという結論を得た条項について、 

① 廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）、 

② 手続、判断基準等の全部を条例に委任又は条例による補正（「上書き」）を許

容、 

③ 手続、判断基準等の一部を条例に委任又は条例による補正（「上書き」）を許

容、 

のいずれかの見直しを行う必要があると勧告した。 

また、このうち、 

(a) 施設・公物設置管理の基準 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

(c) 計画等の策定及びその手続 

については「特に問題があり、これらを中心に、当委員会として第３次勧告に向けて

具体的に講ずべき措置の調査審議を進め、結論を得る」こととしていた。 

第２次勧告を受けて、各府省に対し、(a)～(c)の３つの重点事項に該当するものに

ついて、上記の方針に従って見直しを行うことを求めて調査を実施した。加えて、各

府省から回答を得た後に、当委員会として、全国知事会、全国市長会提言等で取り上

げられているもの、法的効果等に着眼して特に調査審議が必要であるもの等について

各府省からヒアリングを実施した。 

これらの取組みを踏まえて取りまとめた「義務付け・枠付けの見直しに係る第３次

勧告に向けた中間報告」（以下「中間報告」という。）では、３つの重点事項の具体的

に講ずべき措置の方針について、委員会として一定の整理を行ったところである。 

その後、当委員会のワーキンググループ1において、各府省に対して、３つの重点

事項についての方針に沿って、個別条項ごとの見解を提示し、これに対する各府省の

見解を求める調査（以下「ＷＧ調査」という。）を行うとともに2、中間報告で示した

                                                  
1 平成２０年１０月以降、小早川委員の統括の下に一橋大学高橋滋教授、東京大学斎藤誠教授の参加を得てワーキンググルー

プを構成したものであり、義務付け・枠付けの見直しに関する検討作業を実施した。 
2 「義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告を踏まえた地方公共団体に対する自治事務の処理又はその

方法の義務付けに係る調査について(依頼)」（平成 21 年 7 月２日府分権第 80 号） 

14



 

方針について、その法的効果等について特に調査審議が必要であるもの等について、

関係省からヒアリングを実施した。これらの作業を踏まえて、この度、３つの重点事

項について具体的に講ずべき措置に関する当委員会としての結論を得たところであ

る。 

なお、このことは、見直しの対象が３つの重点事項に限られることを意味するもの

ではない。第２次勧告に従い、メルクマール非該当の見直し対象条項のうち、３つの

重点事項以外についても、廃止又は条例への委任等の見直しを行うべきである。 

 

 

 

２ ３つの重点事項の見直しに当たっての当委員会の認識 

 

 ３つの重点事項の見直しに当たっての当委員会の認識は以下のとおりである。 

 

(a)施設・公物設置管理の基準、(b)協議、同意、許可・認可・承認、(c)計画等の

策定及びその手続は、それぞれ形態を異にするものであることから、第２次勧告で示

したとおり、見直しの方針はそれぞれ異ならざるを得ない。 

(a)～(c)の３つの重点事項の見直しに当たっては、法律の規定そのものを廃止する、

すなわち、その事務を行うかどうか、行う場合に手続、判断基準等を条例で定めるか

どうかを含めてすべてを地方自治体が判断するという選択肢は、いずれの場合につい

ても第一に検討されるべきである。もっとも、地方自治体の事務の処理又はその方法

の義務付けを問題とする義務付け・枠付けの見直し作業においては、現行の規定その

ものを廃止する結論が得られない場合も想定され、その場合においては、現行の規定

を見直して、地方自治体に対して奨励する規定、条例に委任する規定等に移行する選

択肢も許容せざるを得ない。 

具体的には、現行の規定そのものの廃止が困難である場合には、 

(a) 施設・公物設置管理の基準の義務付けの見直しは、基準の条例への委任とい

う方向が検討されるべきであり、その際には、条例制定の主体、条例制定に当

たって地方自治体に課すことが許容される制約の程度が主たる問題になる。 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認の義務付けの見直しは、より弱い形態への移

行が検討されるべきである。 

(c) 計画等の策定及びその手続の義務付けの見直しは、「できる」規定化、例示化

等により単なる奨励にとどめるということが検討されるべきである。 

 

付言すると、各府省からの回答や各府省からのヒアリングにおいては、各府省から、

義務付け・枠付けの見直しによって住民サービスが低下するおそれがあること、規制

が緩和されて本来の政策目的が達成されなくなるおそれがあること、国の方針と整合

性が確保されなくなるおそれがあることへの懸念が繰り返し表明された。例えば、施
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設・公物設置管理の基準を条例に委任すれば、その基準に従って地方自治体が提供し

ているサービスの水準が切り下げられるのではないか、協議、同意、許可・認可・承

認、また、計画等の策定及びその手続が見直されれば、地方自治体の施策は国の方針

と整合性を確保し又は適正な手続に従って行われなくなるのではないか、ということ

であった。 

しかしながら、義務付け・枠付けの見直しとは、サービス水準の切下げでも、国の

政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容でもない。国が全国一律に決定し、地方

自治体に義務付けていた基準、施策等を、地方自治体自らが決定し、実施するように

改める改革であり、これによって、各地域において、その地域の実情に合った最適な

サービスが提供され、最善の施策が講じられるよう、国と地方自治体の役割分担を見

直すものである。 

なお、全国知事会、全国市長会の提言等に盛り込まれている事項では、現行の基準

の変更を求め、また、国の関与からより自由な地方自治体の施策を求める具体的なニ

ーズを主張しているものも多い。しかしながら、こうした現実の具体的なニーズに対

して、国の基準であることを維持したままで、また、国の関与を残したままで、その

都度、国が個々に基準の見直し措置を講じたり、関与の行使内容を変化させたりする

だけでは、地方分権改革の名には値しない。地方分権改革を進め、「地方政府」を確

立する観点からは、地方自治体がサービス、施策等のあり方についての説明責任を負

うべきであり、何らかのニーズに対応する見直しの必要性の判断も、地方自治体の責

任において行うようにしなければならないというのが当委員会の基本認識である。 

 

 

 

３ ３つの重点事項について具体的に講ずべき措置の方針 

 

（a）施設・公物設置管理の基準 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、次の順序で見直すこととすべきである。 

① 基準の全部の廃止（単なる奨励にとどめることを含む。） 

② 基準の全部について条例に委任又は条例による補正を許容 

③ 基準の一部について条例に委任又は条例による補正を許容し、その他の部分に

ついて定量的でなく、また、個別具体的な方法等を含まない、一般的・定性的な

基準への移行 
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（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、地方自治体又はその機関3が施設・公物4を

設置し、又は管理するに当たって、次のいずれかの義務付けに該当するもの（国又は

都道府県若しくはその機関が協議を受け、又は同意、許可・認可・承認、指定等を行

うに当たってこれらを条件としているものを含む5。以下「見直し対象施設等基準」

という。）。 

・ 整備・確保すべき施設・公物の総量 

・ 施設・公物の構造・設備、施設・公物に配置する職員の数6・資格 

・ 施設・公物に配置する職員であることに着目した職員給与・研修 

・ 施設・公物の利用者資格・利用者数 

 

（２）見直しの方法 

 

見直し対象施設等基準について、当該基準に係る規定そのものを廃止7するか、又

は条例へ委任の措置を講ずる。 

ただし、次の(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するものとして所管府省から文書で回答

がある部分については、法令で基準が設定されていても、その内容を定量的、個別具

体的に定めるために条例を制定することが許容されていると判断できることから、そ

の存置を許容する。次の(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するよう新たに見直しを行うも

のについても同様である。なお、当該所管府省においては、条例を制定することが許

容されていることについて、地方自治体に十分周知する等所要の措置を講ずべきであ

る。 

（ｲ）見直し対象施設等基準（政省令、告示への委任規定を含む場合には、当該政省

令、告示の内容を含む。）について、定量的、個別具体的な文言を何ら含まない

こと。 

（ﾛ）見直し対象施設等基準について、当該基準の内容を、定量的、個別具体的に定

                                                  
3 施設・公物の設置、管理に当たっての事務の処理又はその方法を義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているも

のは、地方自治体又はその機関のみに義務付けているものに限らず、ここに含む。 
4 建築物その他の工作物のうち土地、自然公物に定着するものをいう。物的施設のほか、物的設備・器具、人的手段等を含めた

総合体を指す。庁舎、事務所等、地方自治体又はその機関自身の使用に供する目的のものは含まない。 
5 対象条項において、これらの事項のみでなく他の事項をあわせて基準を定めている場合、見直しを求める対象はこれらの事項

に限定されるものではなく、対象条項において定める基準の全部である。 
6 個々の施設・公物に配置する職員の数のみでなく、施設・公物に配置する職員について地方自治体単位でその総数を定めて

いるものを含む。 
7 「廃止」とは、基準の全部の廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）によって、基準を条例で設定するか否かを含めて地方自

治体の判断によるものとする見直しである。努力義務、配慮義務など、個別具体的な方法を含まない一般的な原則・方針にとど

める見直しを行う場合を含む。他方、単に基準の一部を廃止する場合は含まない。これは、ある基準が複数の条項にまたがって

規定されているときに、このうちの一部の条項で定める基準を廃止する場合についても同じである。 
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めるために、条例を制定することが許容されていること8。 

 

ＷＧ調査に対する回答において上記(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するものとして

所管府省から回答があった見直し対象施設等基準に係る法律条項については、別紙１

別表１の「見直しの方針」欄に「存置」と記載した上で、「備考」欄に「条例制定許

容」と記している。 

 

なお、見直し対象施設等基準に係る法律の規定の一部が「義務付け・枠付けの存置

を許容する場合のメルクマール」又は「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合の

メルクマール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」に該

当すると判断できるものについては、それに係る部分の内容の義務付けは存置を許容

する。 

 

（３）条例へ委任する場合の制定主体 

 

条例に委任する場合、条例制定の主体は、当該基準に係る施設・公物の設置管理の

事務を担任する地方自治体とする。 

例えば、設置管理の基準については設置管理の主体であり、許認可等の基準につい

ては許認可等の主体である9。また、設置管理に当たって許認可等が不可欠である場

合には、許認可等によってはじめて設置管理が可能になるものであることから、設置

管理の基準に従って許認可等が行われるものとされているときは、設置管理の基準＝

許認可等の基準は許認可等の主体が定めるものとすべきである。 

なお、第１次勧告において、市町村への権限移譲が勧告されているものについては、

権限移譲されることを前提として条例制定の主体を判断する。 

 

（４）条例制定に関する国の基準 

 

条例への委任は、条例制定の余地が実質的に確保される方法で行われるべきである。

このような観点から、条例の内容を直接的に拘束する条例制定の基準等を設定するこ

とは厳に差し控えられるべきである。 

 

条例へ委任する場合における条例制定の基準（以下「条例制定基準」という。）に

ついては、現行法令では「従うべき基準」型、「標準」型、「参酌すべき基準」型の３

つに類型化できる（別紙２「条例委任する場合の基準設定の類型」参照）。 

このうち、施設・公物設置管理の基準を条例で制定するに当たって、「従うべき基

                                                  
8 当該基準の内容そのものについて定量的、個別具体的に定めるために条例を制定することを許容しているものである。当該基

準の内容について、いわゆる上乗せ、横出しを定める条例を制定することを許容しているものは含まない。 
9 許認可等ではなく、届出が義務付けられている場合にも、届出の相手方が基準に照らして是正措置等を行うことが想定されて

いるものであり、届出の相手方が基準を設定すべきものと判断する。 
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準」又は「標準」を国が設定するのは次の場合に限るものとし、見直し対象施設等基

準の内容を条例制定基準に移行する場合も同様とする。 

 

（ｲ）「従うべき基準」 

国が設定する「従うべき基準」は、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合し

なければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を

定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないものである。

この「従うべき基準」を国が設定するのは真に必要な場合に限定されるべきであり、

次の場合に限るものとする。 

① 当該施設・公物の利用者の資格のうちの基本的な事項について特に「従うべき

基準」を示す必要がある場合 

② ①のほか、当該施設・公物の本来的な性格・機能等に係る基本的な枠組みを定

める場合 

③ 当該施設・公物において必要とされる民間共通の士業等の資格について特に

「従うべき基準」を示す必要がある場合 

（ﾛ）「標準」 

国が設定する「標準」は、通常よるべき基準である。すなわち、法令の「標準」

を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた

「標準」と異なる内容を定めることは許容されるものである。こうした基準を国が

設定するのは真に必要な場合に限定されるべきであり、次の場合に限るものとする。 

① 当該施設・公物について全国的見地から一定のサービス水準を維持するため

に利用者の数、施設・公物に配置する職員の数について特に「標準」を示す必

要がある場合 

 

他方、「従うべき基準」及び「標準」と異なる性格を有するものとして「参酌すべ

き基準」という立法例がある。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第３条第１項第４号及び第２項第３号

では「文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する

基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準」と規定されている。この「参酌

すべき基準」については、国の役割を果たすために、地方自治体に対して「参酌すべ

き」ものとして示すものであることから、これを十分参照し、これによることの妥当

性を検討した上で条例が制定されなければならない。しかしながら、法的には、条例

の内容そのものを直接的に拘束しているものではない。十分参照した結果としてであ

れば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは許容されているものであるこ

とから、見直し対象施設等基準のうち必要最小限のものを、条例制定に当たって「参

酌すべき」基準として規定することは許容する。 

 

なお、この「参酌すべき基準」については、その法的性格をここで整理したとおり、
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地域の実情に応じて、地方自治体が条例で異なる内容を定めることを許容するもので

あることから、地方自治体の条例による国の法令の基準の「上書き」を許容するもの
10ということができる。 

 

 

 

 

（b）協議、同意、許可・認可・承認 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、次の順序で見直すこととすべきである。 

① 協議、同意、許可・認可・承認の廃止（協議等の単なる奨励にとどめることを

含む。） 

② 事後の届出、報告、通知等の情報連絡への移行 

 

（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、次のいずれかに該当するもの 

（ｲ）市町村が国、都道府県に対して行う協議、都道府県が国に対して行う協議11 

（ﾛ）市町村が国、都道府県から受ける同意、許可・認可・承認、都道府県が国から

受ける同意、許可・認可・承認 11 

 

（２）具体的に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲のうち、同意を要する協議及び同意を要しない協議につい

ては、(i)の場合には同意を要する協議を、(ⅱ)の場合には同意を要しない協議を許

容する。また、許可・認可・承認については、(ⅲ)の場合に限定する。なお、(i)の

うち(a)(b)、(ⅲ)のうち(d)～(h)については、「地方分権推進計画」（平成 10 年５月

29 日閣議決定）において、それぞれ同意を要する協議を許容、許可・認可・承認を

                                                  
10 当委員会では、これまで、事務の処理又はその方法（手続、判断基準等）の法令による義務付けについて条例による補正（補

充・調整・差し替え）を許容することを、「地方自治体による法令の『上書き』を確保しようとするもの」と位置付けてきた。一方、こ

の「参酌すべき基準」の場合には、同様に法律から条例に委任するときに条例の制定基準の一種として設定されるものであるも

のの、法令は一定の「基準」を示しつつ、これを（「従うべき」ではなく）「参酌すべき」ということが「法令の規範内容」である。この

ような「法令の規範内容」そのものは「上書き」されるものではないが、法令が示す一定の「基準」については「法令の規範内容」

に沿って「参酌」されるものであり、その結果、法令が示す一定の「基準」と異なる「基準」が条例で定められることは許容されるも

のである。したがって、現在、国の法令で設定されている基準を条例に委任することとした上で、必要最小限のものを「参酌す

べき基準」に移行させる見直しについても、地方自治体の条例による国の法令の基準の「上書き」を許容するものということがで

きる。 
11 協議を行い、又は同意、許可・認可・承認を受けることを義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているものは、地方

自治体又はその機関のみに義務付けているものに限らず、ここに含む。また、新設、変更、廃止それぞれについて協議が義務

付けられている場合には、これらの条項すべてをここに含む。他方、法律上、国、都道府県、市町村、民間事業者等を問わず、

施設管理者に対して協議を行い、又は施設管理者の同意、許可・認可・承認を受けることを義務付けており、国、都道府県が

その施設管理者としての立場で協議を受け、又は同意、許可・認可・承認を行うものは除く。 
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許容するものと位置付けられているものである12。 

(i)～(ⅲ)のいずれにも該当しない場合には、(ⅳ)の場合に意見聴取、(ⅴ)の場合

に事前報告・届出・通知、(ⅵ)の場合に事後報告・届出・通知をそれぞれ許容し、い

ずれにも該当しない場合には廃止する。 

なお、(i)(ⅱ)(ⅳ)(ⅴ)の項目のうち下破線部分には該当しないが、それ以外の部

分に該当しているものについては、下破線部分に該当しない程度に応じて個々に判断

し、それぞれの場合に許容するものとされている同意を要する協議、同意を要しない

協議、意見聴取、事前報告・届出・通知よりも弱い形態のものとする。 

 

(ⅰ) 同意を要する協議を許容する場合は次のとおり。 

(a)13 法制度上当然に、国の税制・財政上の特例措置が講じられる計画を策定する

場合 

(b) 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うた

め国が定める総量的な具体的基準をもとに関係地方自治体が計画を策定する場

合 

① 法制度上当然に、国の施策を集中的・重点的に講ずるものとされており、法制

上の特別の効果が生じる計画を策定する場合において、当該国の施策と当該計画

との整合性を特に確保しなければ当該国の施策の実施に著しく支障が生ずると

認められるもの 

② 国（都道府県）に対して一定の事務の処理を義務付けることとなる場合であっ

て、国（都道府県）の施策と整合性を特に確保しなければこれらの施策の実施に

著しく支障が生ずると認められるもの 

③ 地方自治体の区域を越えて移動する天然資源について広域的な観点から適正

管理を行う場合であって、関係地方自治体の間では利害調整が明らかに困難であ

り、国が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

 

(ⅱ) 同意を要しない協議を許容する場合は次のとおり。 

① 国・地方自治体の事務配分の特例を許容するために事務の移譲を受ける都道府

県、市町村が協議を求める場合、又は国・地方自治体以外の主体と市町村（都道

府県）の間の事務配分の特例を都道府県（国）が許容する場合であって、都道府

県（国）が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

② 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うため

国が定める総量的な目標に従って関係地方自治体が計画を策定する場合 

③ 事務の処理に当たって当該地方自治体の区域を越える利害調整が必要である

が、関係地方自治体との間での利害調整が明らかに困難であり、国（都道府県）

                                                  
12 「地方分権推進計画」では「地方公共団体」と表記しているものを、ここでは「地方自治体」と表記している。 
13 (i)のうち(a)(b)については、「地方分権推進計画」（平成10年５月 29日閣議決定）において、同意を要する協議を許容するもの

と位置付けられているものである。これに該当する場合の効果は、①から③に該当する場合の効果と何ら変わりはない。 
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が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

④ 同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれぞれ専ら担

う権限が配分されているため、国（都道府県）との調整が不可欠である場合であ

って、私人の権利・義務に関わるもの 

⑤ 同一の事案について国（都道府県）が異なる個別具体的な行政目的から重畳的

に異なる権限を行使することが可能である場合、又は国（都道府県）が既に行っ

た行政処分の内容と抵触する可能性がある権限を行使する場合であって、私人の

権利・義務に関わるもの 

⑥ 私人に対して課される義務付けを国及び地方自治体に対して免除している場

合であって、国に対する協議を義務付ける相手方として地方自治体を国と同様に

扱っている事務を処理するもの 

 

(ⅲ) 許可・認可・承認を許容する場合は次のとおり。 

(d)14 刑法等で一般には禁止されていながら特別に地方自治体に許されているよう

な事務を処理する場合 

(e)  公用収用・公用換地・権利変換に関する事務を処理する場合 

(f) 補助対象資産、国有財産処分等に関する事務を処理する場合 

(g) 法人の設立に関する事務を処理する場合 

(h) 国の関与の名宛人として地方自治体を国と同様に扱っている事務を処理する

場合 

① 私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が行う場

合であって、地方自治体の事務として定着していないもの 

 

(ⅳ) 意見聴取を許容する場合は次のとおり。 

① 同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれぞれ専ら担

う権限が配分されているため、国（都道府県）との調整が不可欠である場合 

 

(ⅴ) 事前報告・届出・通知を許容する場合は次のとおり。 

① 私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が行う場

合であって、事前に国（都道府県）が特に把握しておく必要が認められるもの 

 

(ⅵ) 事後報告・届出・通知を許容する場合は次のとおり。 

① 法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置を講ずることを促す場合 

② 法制度上、講じられる事後的な是正措置の端緒として把握する必要がある場合 

                                                  
14 (ⅲ)のうち(d)～(h)については、「地方分権推進計画」（平成10年５月29日閣議決定）において、許可・認可・承認を許容するも

のと位置付けられているものである。これに該当する場合の効果は、①に該当する場合の効果と何ら変わりはない。 
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（ｃ）計画等の策定及びその手続 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、計画等の策定、内容、策定手続それぞれについて次の方針で見直す

こととすべきである（計画等の策定手続のうち、(b)協議、同意、許可・認可・承認

に該当するものについては、(b)に掲げる方針による）。 

・ 計画等の策定の義務付けについては、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）

・ 計画等の内容の義務付けについては、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）

又は条例制定の余地の許容 

・ 計画等の策定手続のうち、意見聴取、公示・公告・公表等の義務付けについて

は、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）又は条例制定の余地の許容 

 

（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、次のいずれかに該当するもの 

（ｲ）地方自治体又はその機関による計画、方針、指針、構想等（以下「計画等」と

いう。）の策定の義務付け15 16 

（ﾛ）計画等の策定に当たっての内容（盛り込むべき事項の記載）の義務付け 16 

（ﾊ）計画等の策定に当たっての事前・事後の手続として次のいずれかを課している

もの 

・ 議決（当該地方自治体のほか、国・関係地方自治体その他の関係者による

議決、及びこのための協議会等の場の設置をいう。）、協議・調整・意見聴取

等・同意（当該地方自治体による国・関係地方自治体その他の関係者との協

議・調整、及び関係地方自治体その他の関係者の意見聴取等・同意、並びに

これらのための協議会等の場の設置をいう。ただし、(b)の対象となるものを

除く。）、認定 

・ 公示・公告・公表、閲覧・縦覧等 16 

 

（２）計画等の策定及びその内容の義務付け（(ｲ)及び(ﾛ)）に係る具体的に講ずべき

措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲のうち、(ｲ)及び(ﾛ)については義務付けを廃止する。具体

的には、次のいずれかの措置を講ずることとする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき

措置に係る参照条文」参照）。 

                                                  
15 計画等の策定及びその手続を義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているものは、地方自治体又はその機関の

みに義務付けているものに限らず、ここに含む。ただし、計画等が、国、都道府県に対する協議、同意、許可・認可・承認の対象

となる計画等の策定に係るものは含むが、その申請に当たって添付すべき書類の一つとされているにとどまる場合は含まない。 
16 Ａ法で策定を義務付けている甲計画について、Ｂ法で甲計画の計画内容を変更する義務付け又は甲計画の策定手続を変更

する義務付けを行っている場合には、Ａ法のみでなく、Ｂ法による義務付けも含む。 
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・計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止17 

・計画等の策定に係る規定の「できる」規定化18又は努力義務化、及びその内容に

係る規定の例示化又は目的程度の内容への大枠化 

 

ただし、計画等の内容に次の①～③に係る部分を含む場合には、計画等の策定及び

①～③のそれぞれに係る部分の内容の義務付けの存置を許容する。 

① 私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な根拠（私人、他の地方自治体の費

用負担の直接的な根拠を含む。）となる計画を策定する場合 

② 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うために

計画を策定する場合 

③ 基本的事項について市町村による一定の判断があることを直接的な根拠として

都道府県が計画を策定する場合 

 

なお、計画等の内容に係る法律の規定の一部が「義務付け・枠付けの存置を許容す

る場合のメルクマール」又は「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマ

ール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」に該当すると

判断できるものについても同様である。 

 

また、計画等の内容に次の④に係る部分を含む場合には、次のいずれかの措置を講

ずることとする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

・ 計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止 17 

・ ④に係る計画等の内容の義務付けの存置を許容した上で、計画等の策定に係る

規定の「できる」規定化又は努力義務化 

・ （④に係る部分を含むが、①～③に係る部分と不可分である場合）計画等の策

定の義務付けの存置は許容されることとなるが、④に係る計画等の内容が任意的

記載事項であることの明確化 

④ 法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置が講じられる計画又は特例措置を

講ずることを促す計画を策定する場合 

なお、財政上、税制上又は法制上の特例措置が講じられる内容が複数含まれ、個々

に分離して措置を講ずることが許容される場合には、常に、そのすべての記載をしな

ければならないものではなく、個々がそれぞれ独立して任意的記載事項であることを

明確化する。 

 

 

 

                                                  
17 計画等の策定及びその内容に係る規定としては廃止し、施策・事務に係る規定の範囲内で存置するものは、計画等の策定及

びその内容の義務付けとしては廃止されたものと判断できる。 
18 法律上の要件に該当する場合であっても策定する必要があるかどうかを選択できるものであることを明確化するため

に、「地方公共団体は、（一定の要件に該当する場合に）・・・・・できる。」と改めることをいう。 
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（３）計画等の策定の手続（(ﾊ)）のうち一定の相手方の意見聴取等の義務付けに係る

具体的に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ)のうち、議決、協議・調整・意見聴取等・同意、認

定の手続を義務付けているもの（以下「見直し対象意見聴取等義務」という。）のう

ち、地方自治体が国又は都道府県を相手方として行う行為（地方自治体が私人と同一

に取り扱われているものを除く。）19については、見直しの方針は(b)と同様である。 

 

これ以外については、見直し対象意見聴取等義務に係る規定そのものを廃止するか、

又は協議・調整・意見聴取等に関する努力・配慮義務に係る規定とする（別紙３「(c)

の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

ただし、議決、同意に係るものについては次の①の場合に限定して存置を許容し、

また、協議・調整・意見聴取等については次の①～④の場合に存置を許容する。 

① 当該計画によって一定の事務の処理又は費用の負担を求められることとなる者

を相手方又はその構成員とする場合 

② 具体的に範囲が特定された利害関係者、学識経験者を明示的に相手方又はその構

成員とする場合 

③ 地方自治体の区域を越える利害調整を行う必要があるときに、関係地方自治体を

相手方又はその構成員とする場合 

④ 地方自治体が処理する事務について、他の者が同一の個別具体的な目的から関連

する事務を実施し、その整合性を確保する必要があると認められるときに、当該者

を相手方又はその構成員とする場合 

 

なお、見直し対象意見聴取等義務のうち、①～④に該当するとして存置が許容され

るもの以外の条項については、見直し後、必要に応じて地方自治体が条例で議決、協

議・調整・意見聴取等・同意（以下「私人等からの意見聴取等」という。）の手続を

規定し得ることが必要であり、個別法令がこれを許容しない趣旨でない限り、条例で

規定することは可能である。 

他方、上記により措置を講じたときに、当該措置に係る相手方について地方自治体

が条例で私人等からの意見聴取等の手続を定めることを許容しないことになると解

される場合には、当該措置に係る相手方について地方自治体が条例で私人等からの意

見聴取等の手続を定めることができることを明示的に規定すべきである（別紙３「(c)

の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

 

 

                                                  
19 法律上、国、都道府県、市町村、民間事業者等を問わず、施設管理者に対して協議・調整・意見聴取等を行い、又は施設管

理者の同意を得ることを義務付けており、国、都道府県がその施設管理者としての立場で協議・調整・意見聴取等を受け、又は

同意を行うものは除く。 
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（４）計画等の策定の手続（(ﾊ)）のうち公示・公告・公表等の義務付けに係る具体的

に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ)のうち、公示・公告・公表、閲覧・縦覧等（以下「公

示・公告・公表等」という。）に係るものについては、公示・公告・公表等に係る規

定そのものを廃止するか、又は公示・公告・公表等に関する努力・配慮義務に係る規

定とする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

ただし、次の①～③の場合に限定して存置を許容する。 

① 不特定多数の者の権利を制限し、又は義務を課する場合に、その効力発生要件又

は内容を周知する手段として行われる場合 

② 権利を有している者又は具体的に範囲が特定された利害関係者に主張の機会を

付与するために行われる場合 

③ 意見の申立て等、後続の手続の不可欠の前提となっている場合 

 

（５）計画等の策定の手続（私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等）の個別

具体的な方法の義務付けに係る見直しの方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ) のうち私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表

等の方法を個別具体的に特定しているもの（以下「見直し対象個別具体的方法義務」

という。）は、見直し対象個別具体的方法義務に係る規定そのものを廃止するか、又

は例示化する（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

 

なお、見直し対象個別具体的方法義務については、見直し後、必要に応じて、地方

自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等の個別具体的な方法を

規定し得ることが必要であり、個別法令がこれを許容しない趣旨でない限り、条例で

規定することは可能である。 

他方、上記により措置を講じたときに、当該措置に係る見直し対象個別具体的方法

義務について地方自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等の個

別具体的な方法を定めることを許容しないことになると解される場合には、当該措置

に係る相手方について地方自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公

表等の個別具体的な方法を規定することができることを明示的に規定すべきである

（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 
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４ ３つの重点事項の個別条項について具体的に講ずべき措置 

 

当委員会は、３の「３つの重点事項について具体的に講ずべき措置の方針」に従い、

見直し対象とされた３つの重点事項の個別条項について調査審議を行い、個別条項ご

とに講ずべき措置に関する結論を得た。その内容は、以下のとおりである。 

(a) 施設・公物設置管理の基準 
別紙１の別表１ 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 
別紙１の別表２ 

(c) 計画等の策定及びその手続 
別紙１の別表３ 

 なお、これらのうち、全国知事会、全国市長会提言等で取り上げられているものは、

次の表１～表３のとおりである。 
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別表３の凡例 
 

(c) 計画等の策定及びその手続 

 

１．「分野」欄及び「通番」欄は、第２次勧告別紙１と同じである。 

 

２．「見直し対象」欄は、見直し対象となる計画等の策定及びその手続の概略を示した。 

 

３．「整理記号」の意味及び「講ずべき措置」欄の記号に対応して、具体的に講ずべき措置は、

以下のとおりである。 

（１）「講ずべき措置」欄が「×」の場合 

整理

記号 
意味 

具体的に講ずべき措置 

（「講ずべき措置」欄が「×」の場合） 

c2 計画等の策定及びその内容 

次のいずれかの措置を講ずる 

・ 計画等の策定及びその内容に係る規定そのもの

の廃止 

・ 計画等の策定に係る規定の「できる」規定化又は

努力義務化、及びその内容に係る規定の例示化

又は目的程度の内容への大枠化 

cb 

計画等の策定の手続のうち一定の相手

方の意見聴取等の義務付け（地方自治体

が国又は都道府県を相手方として行う

行為） 

廃止 

c3 

計画等の策定の手続のうち一定の相手

方の意見聴取等の義務付け（cb に該当す

るものを除く） 

廃止又は協議・調整・意見聴取等に関する努力・配

慮義務に係る規定化 

c4 
計画等の策定の手続のうち公示・公告・

公表等の義務付け 

廃止又は公示・公告・公表等に関する努力・配慮義

務に係る規定化 

c5 

計画等の策定の手続（私人等からの意見

聴取等、公示・公告・公表等）の個別具

体的な方法の義務付け 

廃止又は例示化 
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 （２）「講ずべき措置」欄が「×」以外の場合 （「整理記号」の意味は（１）の場合と同じ） 

整理

記号 

「講ずべき

措置」欄

の記号 

本文の記述（「講ずべき措置」欄の記号に対応） 

【 】内は本文の記述箇所 
具体的に講ずべき措置 

① 

私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な

根拠（私人、他の地方自治体の費用負担の直接

的な根拠を含む。）となる計画を策定する場合  

【(c)(2)①】

② 

地方自治体の区域を越える一定の地域について

総量的な規制・管理を行うために計画を策定する

場合 

 【(c)(2)②】

③ 

基本的事項について市町村による一定の判断が

あることを直接的な根拠として都道府県が計画を

策定する場合  

【(c)(2)③】

計画等の策定及び内容（①～③

に係る部分）の義務付けの存置

を許容 

c2 

④ 

法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置

が講じられる計画又は特例措置を講ずることを促

す計画を策定する場合 

【(c)(2)④】

次のいずれかの措置を講ずる 

・ 計画等の策定及びその内容

に係る規定そのものの廃止 

・ ④に係る計画等の内容の義

務付けの存置を許容した上

で、計画等の策定に係る規定

の「できる」規定化又は努力

義務化 

・ c2①～③に係る部分と不可

分である場合、計画等の策定

の義務付けの存置は許容さ

れることとなるが、④に係る計

画等の内容が任意的記載事

項であることの明確化 

cb 

別表２(b) 

の表中記

号 

議決、協議・調整・意見聴取等・同意、認定の手

続を義務付けているもののうち、地方自治体が国

又は都道府県を相手方として行う行為（地方自治

体が私人と同一に取り扱われているものを除く）

については、見直しの方針は(b)と同様 

【(c)(3)第一段落】

(b)協議、同意、許可・認可・承認

における措置の方針と同じ 

「別表２の凡例」を参照 

① 

当該計画によって一定の事務の処理又は費用の

負担を求められることとなる者を相手方又はその

構成員とする場合 

【(c)(3)①】

c3 

② 

具体的に範囲が特定された利害関係者、学識経

験者を明示的に相手方又はその構成員とする場

合                       【(c)(3)②】

（①の場合） 

議決、同意の存置を許容 

（①～④の場合） 

協議・調整・意見聴取等の存置

を許容 
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③ 

地方自治体の区域を越える利害調整を行う必要

があるときに、関係地方自治体を相手方又はそ

の構成員とする場合 

【(c)(3)③】

④ 

地方自治体が処理する事務について、他の者が

同一の個別具体的な目的から関連する事務を実

施し、その整合性を確保する必要があると認めら

れるときに、当該者を相手方又はその構成員とす

る場合 

【(c)(3)④】

① 

不特定多数の者の権利を制限し、又は義務を課

する場合に、その効力発生要件又は内容を周知

する手段として行われる場合 

【(c)(4)①】

② 

権利を有している者又は具体的に範囲が特定さ

れた利害関係者に主張の機会を付与するために

行われる場合 

【(c)(4)②】

c4 

③ 

意見の申立て等、後続の手続の不可欠の前提と

なっている場合 

【(c)(4)③】

公示・公告・公表等の存置を許

容 

 

４．「備考」欄は、次の場合に記載した。 

① メルクマールに該当する場合。（該当する計画等の内容は、存置を許容。） 

② 見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。 
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（整理記号）

項条 講ずべき措置見直し対象分野 通番 法律 備考

第26条 第5項
市町村交通安全計画の要旨の
公表

c4 ×

第26条 第4項
市町村交通安全実施計画の策
定

c2 ×

第33条 第1項 推進計画の策定 c2 ④

第33条 第2項 推進計画の内容 c2
④（3号、4号に係る部分）

×（その他）

第7条 第5項 都道府県計画の要旨の公表 c4 ×

第8条 第4項
公聴会の開催等住民の意向反
映に必要な措置

c3 ×

第8条 第5項 市町村計画の要旨の公表 c4 ×

第9条 第1項 土地利用基本計画の策定 c2 ①、④

第9条 第2項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第3項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第4項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第5項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第6項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第7項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第8項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第13項
土地利用基本計画の要旨の公
表

c4 ×

第7条 第2項 振興拠点地域基本構想の内容 c2
④（1号、3号～6号に係る

部分）
×（その他）

第7条 第4項 関係市町村の協議 c3 ②

第23条 第2項 業務核都市基本構想の内容 c2
④（1号、3号～6号に係る

部分）
×（その他）

第23条 第3項 関係市町村の協議 c3 ②

第24条 第3項 業務核都市基本構想の公表 c4 ×

第5条 第2項
広域的地域活性化基盤整備計
画の内容

c2
④（2号～5号に係る部分）

×（その他）

第5条 第9項
広域的地域活性化基盤整備計
画の公表

c4 ③

第17条 第1項 計画策定に係る内容の審査 c3 ②

第5条 第1項
特定事業の実施に関する方針の
策定

c2 ④

第5条 第2項
特定事業の実施に関する方針の
内容

c2
④（8号以外に係る部分）
×（8号に係る部分）

第5条 第3項
特定事業の実施に関する方針の
公表

c4 ×

5

5 5

4

3

5

5 2

交通安全対策基本
法

33

4 28

4 消防組織法

国土利用計画法

民間資金等の活用
による公共施設等
の整備等の促進に
関する法律

多極分散型国土形
成促進法

広域的地域活性化
のための基盤整備
に関する法律
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PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて 
 

平成１８年１１月２２日 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の 

促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ 
 
ＰＦＩ事業を実施する際の民間事業者の選定及び協定の締結に係る事項につ

いては、平成１３年１月２２日にＰＦＩ推進委員会においてとりまとめられた

「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」において、民間事業者の選

定及び協定締結等に係る実務上の指針が示されているほか、平成 15 年 3 月 20

日付けの民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁

連絡会議幹事会申合せ（以下、「申合せ」という。）において、民間事業者の選

定及び協定締結手続きに関する留意事項等がとりまとめられているところであ

る。 

 

その後、ＰＦＩの進展に伴い、運営の比重が高く、また運営内容を入札書類

等に規定するために民間の知見が重要となるようなＰＦＩ事業も現れてきてお

り、こうした事業については、発注者にノウハウの蓄積が十分ではなく、発注

者のみの能力で要求水準等を作成することが困難であることが多い。 

こうした事業については、申合せにある発注者と民間事業者の意思疎通をよ

り円滑に行うための具体的方法や競争入札に参加する事業者の絞込みの方法等

を明らかにすることが、ＰＦＩ事業の一層の推進に有効であると考えられる。 

 

平成１７年に改正された民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（以下「ＰＦＩ法」という。）の附則第３条において、特定選定に

おける民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定

の手続における透明性及び公平性の確保その他の特定選定の在り方に係わる検

討が新たに規定されたところであり、これまでに実施されたＰＦＩ事業におけ

る課題等を踏まえ、さらなるＰＦＩ事業の普及・促進に資するため、欧州にお

ける競争的対話方式の導入の状況も参考とし、申合せに示された考え方を踏ま

え、その運用等について関係府省において検討が行われた結果、別紙のとおり

とりまとめが行われた。 

 

関係府省においては、今後、上記のようなＰＦＩ事業を実施する際には、別

紙に示す事項について、個別の事業ごとにその取扱いに留意し、ＰＦＩ事業を

円滑に実施することに努めることとする。 
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１．適用対象事業について 

平成１８年１１月２２日の申合せは、すべてのＰＦＩ事業に適用することが想定さ

れているものではなく、発注者のみの能力では要求水準書等を作成することが困難な

事業について適用することを想定している。なお、実際に適用が想定される事業とし

ては、病院や刑務所のように、運営の比重が高く、かつ運営内容を規定するために民

間事業者の知見が重要となる事業や、複合施設、意匠性の高い建物等、発注者の意図

を明確に伝えるのが困難と考えられる事業があげられる。 

 

２．民間事業者の選定方法について 

（１）ＰＦＩ事業における競争入札の資格審査 

ＰＦＩ事業においては、民間事業者の創意工夫を最大限活用するために、具体的な

仕様の特定を必要最小限にして発注を行うことから、発注者は、民間事業者の負担、

審査の精度の観点から当該事業を適切に実施できる能力を有する民間事業者のみに

詳細な事業計画を作成させ、一般競争入札に参加させることが適当である。 

このため、一般競争入札の参加資格の審査において事業計画の概要を提案させ、審

査を行うことで、最終的に入札に参加する応募者を絞り込むことが有益である。 

 

（２）事業計画の概要の審査方法 

資格審査の審査基準の作成に当たっては、できるだけ絞込みの効果が出るような方

法、例えば、予め定める基準により事業計画の概要提案を点数化し、一定の点数に満

たない提案を欠格とするといった方法を採用することが望ましい。また、例えば、必

要に応じて学識経験者等の意見を聴取することといった、公正な審査を行うための措

置を取り入れることが望ましい。なお、この場合においても、民間事業者の選定に対

する意思決定の責任、説明責任は発注者にあることに留意する必要がある。 

なお、具体的な事例としては、事業の基本的な考え方や取組体制、事業遂行につい

ての考え方、類似の事業の実績等について、それぞれ１枚から３枚程度の資料の提出

を求めて提案審査を行った例や、地方自治体では、形式的な資格の確認のみではなく、

経営体制やマネジメント能力等の実質的な能力に関しての資格審査を行い、絶対評価

基準に満たない応募者を欠格とした例がある。 

 

（３）審査結果の説明 
応募者がより発注者のニーズに沿った入札提案を作成できるようにするため、資格

審査における事業計画の概要提案の評価結果を応募者に説明することも考えられる。 

 

（４）審査に当たって留意すべき事項 

①予算決算及び会計令第 73 条の競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うため

別紙 
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に特に必要な限度において設定されるものであることに留意する必要がある。 

②資格審査により絞り込む応募者の数は、ＥＵ及び欧州諸国の規定や発注者の審査精

度等を考慮すれば最低３者程度が妥当と考えられるが、資格審査において相対的な

評価を行うことは、入札前に能力のある応募者を排除することにもなるため、絞込

みの数を予め指定することはできないことに留意する必要がある。 

③応募者が資格審査において提出した事業計画の概要について、発注者の評価結果を

踏まえて、入札提案書の提出に際して当初示した提案の内容を変更する場合も考え

られるが、変更は当該資格審査の公平性が損なわれない範囲に限定されるものでな

ければならない。 

 
３．発注者側と民間事業者との意思の疎通について 

（１）対話の意義 

ＰＦＩ事業は、発注者がサービスの水準を要求水準書として規定し、具体的な仕様

は応募者が個別に提案するいわゆる性能発注であるため、応募者の提案には幅が生じ

る。このため、発注者は応募者に対してニーズを明確に伝え、応募者からニーズにあ

った提案が提出されるための工夫をすることが求められる。このため、実施方針の公

表以降において、入札の際の判断材料となる事項について、発注者と民間事業者との

意思の疎通を図るための質問・回答等（以下、「対話」という。）を行うことで、発注

者と民間事業者との意思の疎通を図ることが重要となる。 
 
（２）対話を行うのが適当と考えられる事業 
対話は、発注者のみの能力では十分な要求水準書等を作成することが困難である場

合や、応募者からの提案内容の予測が困難である場合に有益であると考えられる。 
また、対話は発注者、応募者双方において相応の負担を伴うことになるため、事業

規模が大きく、対話手続きに要する時間・コストの負担が相対的に小さい事業が望ま

しい。具体的には、病院や刑務所のように、運営の比重が高く、かつ運営内容を規定

するために民間事業者の知見が重要となる事業や、複合施設、意匠性の高い建物等、

発注者の意図を明確に伝えるのが困難と考えられる事業があげられる。 

 
（３）入札の際の判断材料となる事項 
入札の際の判断材料となる事項としては、制度上、入札公告前に公表することとさ

れている実施方針以外に、要求水準書、契約書案、選定基準等が考えられる。これら

についても、対話を円滑に進めるためになるべく入札公告を行う前の段階から公表す

ることが望ましい。 
なお、これらの事項の中で、特に対話を行うことが有効であると考えられる個別の

項目としては、例えば、リスク分担や、応募者が想定する施設設計が考えられる。 

34



（４）対話を行う方法 

対話を行う場合には、公正性・透明性等を担保するため、実施方針等においてその

旨を明記し、文書による質問・回答、説明会の実施等の方法により、応募者全員に対

して共通の方法で行うとともに書面により記録し、その内容を共有することが基本と

なる。 
なお、応募者毎に対面で対話を行うことにより、発注者のニーズに適った提案が得

られる可能性が高まる場合も考えられるため、必要に応じて応募者毎に対面による対

話を行うことも考えられる。 
 
（５）対話の内容の公表 

全員に対して行う対話の内容は、原則として全て公表することとなる。 
他方、応募者毎に個別に対話を行う場合には、入札に際して提出される提案書に関

する情報が提供される場合も考えられるため、公表すべき情報と秘匿すべき情報の明

確化を図る必要がある。なお、公正性・透明性等を担保するため、秘匿すべき情報は、

公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それのあるものに限られる。 

 
（６）対話に当たって留意すべき事項 
①発注者は、入札公告後における対話はもちろんのこと、入札公告前の対話において

も、特定の応募予定者を利するような行為はしてはならない。 

また、対話に際しては、事業選定手続の公正性・透明性等を担保するため、中立

かつ公正な立場の学識経験者等の意見を聴取する等の環境整備を行うことで、事業

者選定における発注者の恣意性の介入や発注者と応募者との間の癒着等を防止す

る必要がある。なお、この場合においても、民間事業者の選定に対する意思決定の

責任、説明責任は発注者にあることに留意する必要がある。 
②入札公告を行う前の段階の対話にあたっては、民間事業者の負担軽減や、ノウハウ

やアイディアの保護の観点から、以下の点に留意する必要がある。 

ア 図面や設計書の作成等、民間事業者に対して過剰な資料等の提供は求めない。 

イ 民間事業者からノウハウやアイディアを聴取するのではなく、民間事業者が創

意工夫を発揮しやすい要求水準書等を作成するという観点で民間事業者の意見

を求める。 

ウ 民間事業者から提示されたノウハウやアイディアは、当該事業者の了解無しに

第三者に漏洩しない。 

③応募者に対して、対話の内容に係る事項について、書面による提出を複数回求める

場合には、その負担に配慮するとともに、検討の期間を十分に確保する必要がある。 
④個別の対話を行う場合には、各応募者から当該応募者の提案に関する情報が提供さ
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れる可能性があるが、応募者の提案にかかると考えられる発言内容については、当

該応募者の了解なしに第三者に漏洩する、またはほのめかすような行為や、特定の

応募者に限り提案内容を誘導するような行為を行わないよう、特に留意する必要が

ある。 

⑤個別の対話を行う場合には、対話の回数、時間、出席者等の各種条件について、応

募者間での公平性が保たれるようにする必要がある。 

⑥個別の対話により、例えば、発注者が新たなニーズや条件を認識した場合は、その

都度、全応募者に通知することが必要である。なお、公告において提示された内容

を変更する場合には、変更後に会計法令等において定める公告期間が必要となるこ

とに留意する必要がある。 

 

４．落札者決定後の応募条件の変更について 

（１）変更の最小化について 

落札者決定後において、契約書案、入札説明書等、応募条件の変更を行うことは、

競争性を損なうおそれがあることから、落札者の決定の前段階において対話を行うこ

とで、できるだけ発注者と応募者の認識の不一致を解消し、落札者決定後に契約書案、

入札説明書等の内容の変更を最小化するよう努めることが重要である。 

他方、PFI 事業においては、個々の事業者の事業提案内容が、必ずしも予め発注者

が契約書案、入札説明書等を作成する段階で想定し得る範囲内のものであるとは限ら

ないため、落札者決定後の契約書案、入札説明書等の内容の変更は一切許容されない

ものでなく、競争性の確保に反しない場合に限り変更は可能である。 

 

（２）競争性の確保に反しない例 

同じコストで質が向上する場合や、質が同じでコストが低減できる場合は、競争性

の確保に反するものとはいえない。なお、要求水準書に関しては、その変更により競

争性に影響する可能性が高いことから、落札者決定後から契約締結の間に変更が生じ

ないよう留意するべきである。 
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【参考１】 

 

用語解説 

用語 解説 根拠 

選定基準 PFI 事業において、民間事業者の選定を行う

に当たっては、原則として価格及び提供され

るサービスの質その他の条件により評価を

行うが、「価格及び提供されるサービスの質

その他の条件による評価」について、その基

準を定めたものを指す。 

民間資金等の活用に

よる公共施設等の整

備等の促進に関する

法律第八条第２項 

審査基準 資格審査における評価基準。PFI 事業では、

当該事業を適切に実施できる能力を有する

民間事業者のみがより詳細な事業計画等を

作成の上一般競争入札に参加できるように

するため、いわゆる概要提案による資格審査

を行うことが可能である。 

申合せ(1) 

要求水準書 民間事業者の創意工夫が極力発揮されるよ

うに、提供されるべき公共サービスの水準を

必要な限度で示す資料。構造物、建築物等の

具体的な仕様の特定については必要最小限

にとどめることとされている。 

民間資金等の活用に

よる公共施設等の整

備等に関する事業の

実施に関する基本方

針 二 １(5) 
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【参考２】 

PFI 事業の実施手順の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実  施  方  針  の  公  表 

入  札  公  告 

対面での対話（応募者別説明会等） 

入 札 （ 提 案 書 の 提 出 ） 

提案書の審査（審査会によるヒアリング） 

資格確認書類の審査（審査会によるヒアリング） 

競争参加資格の確認 

資格確認書類の提出（概要提案を含む） 

質 疑 回 答 （ 書 面 ） 

資
格
審
査

質 疑 回 答 （ 書 面 ） 

資格審査における概要提案の評価結果の説明 

落  札  者  の  決  定 

契  約  の  締  結 

１
〜
３
回
程
度

要求水準書等の公表、民間事業者との対話・修正 
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【参考３】 

 

ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて 

（平成１５年３月２０日民間資金等の活用による公共施設等の整備等 

の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ申し合わせ本文） 

 

（１） 民間事業者の選定方法について 

ＰＦＩ事業は、公共施設等の建設、維持管理及び運営（これらに関する企画を含む）

について、具体的な仕様の特定を必要最小限にとどめて発注を行うことにより、民間の

資金、経営能力及び技術的能力を積極的に活用することを目的とするものである。した

がって、ＰＦＩ事業においては、民間事業者は応募に際して価格と事業提案をあわせて

発注者に提出することとなるが、事業内容が複雑で多岐にわたる事業において、多くの

事業者に並行して詳細にわたる事業提案を作成させる選定手続きをとった場合には、最

終的に落札する可能性が低い中で詳細な提案を作成することが民間事業者にとって過大

な負担となることも考えられる。 

ＰＦＩ事業を円滑に実施するためには、民間事業者の創意工夫を最大限活用すること

が重要であり、民間事業者の負担に関して発注者として適切に考慮するとの観点から、

事業内容によっては、競争性を損なわないとの前提の下で、詳細な事業提案を提出する

事業者を一定の段階であらかじめ絞り込むことが考えられる。 

「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」においては、会計法令の適用を受

ける契約に関しては、一般競争参加者の資格要件及び審査基準を適切に設定すること、

当該事業を適切に実施できる能力を有する民間事業者のみがより詳細な事業計画等を作

成の上一般競争入札に参加できるようにすることが適当であるとされている。 

この考え方に基づき、競争入札の資格（国の行う契約については、予算決算及び会計

令第七十二条及び第七十三条に規定される資格）の審査に際して、各民間事業者に、事

業についての基本的な考え方や、施設の設計・建設、維持管理・運営についての考え方、

資金調達及びリスク分担についての考え方等をその内容として含む事業計画の概要を提

案させ、各提案があらかじめ定める審査基準を満たしているか否か審査することによっ

て、事業者の絞込みを行うことが可能である。 
 
（２） 入札前の事業の実施方針、契約書案等の変更等について 

ＰＦＩ事業においては、事業の実施方針の公表後の市場調査や、民間事業者等からの

発案や意見を踏まえ、必要に応じて特定事業の選定までに当該実施方針の内容（事業内

容、リスク分担のあり方等）を見直し、事業実施のスケジュールに配意しつつ、実施方

針の変更を適宜に行うことによって、事業の円滑な実施が図られるものと考えられる。 

また、事業の実施方針が公表された後、入札が行われるまでの間、入札参加予定の民
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間事業者において、詳細な事業提案の作成等の入札準備が円滑に進められるよう、入札

の際の判断材料となる事項について、発注者側との間で十分な意思疎通が図られるべき

である。 

 特に、ＰＦＩ事業は、契約の履行期間が長期に及ぶものも多く、事業の特性に応じて、

事業期間中に生じ得るさまざまな事由に対応するために、個々の事業の特性に応じてリ

スク分担等を決めることが必要となる。その際、リスク分担については、「ＰＦＩ事業に

おけるリスク分担等に関するガイドライン」（平成１３年１月２２日とりまとめ）の内容

を踏まえ、事業実施のための最適な分担を決めることとなる。 

「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」においては、民間事業者の募集に

当たり、発注者の意図が応募者に的確に伝わるように、契約書案の添付又は入札説明書

等において契約条件の基本的な考え方をできる限り具体的に示すことが必要であるとさ

れており、また発注者と民間事業者との間で考え方の齟齬を来さないように、可能な限

り複数回、質問・回答の機会を設けることが望ましいとされている。 

発注者においては、質問・回答等の機会において提示される民間事業者の意見に耳を

傾けつつ、円滑な事業実施のために必要と認められる場合には、契約書案、入札説明書

等の内容についての適宜の修正や変更を行い、民間事業者に対して公表することとする。

修正や変更に際しては、民間事業者が検討を行うために必要な時間を確保することに留

意する。 

なお、会計法令の適用を受ける契約について、公告において提示された内容を変更し

た場合には、変更後に会計法令等において定める公告期間が必要となることに留意する

必要がある。 

 
（３） 協定締結の手続きについて 

ＰＦＩ事業においては、いわゆる性能発注の考え方を取ることが必要であるため、個々

の事業者の事業提案内容が、あらかじめ発注者が契約書案を作成する段階で想定し得る

範囲内のものであるとは限らず、例えば事業者の個別提案に応じて、関連するリスク分

担の取決めやモニタリングの方法など、別途に決めることが必要な事項が生じることも

あり、また、契約の内容に含めるべき個別事項について、入札前の契約書案の中で具体

的・確定的に定めることが現実的に困難であるケースも想定される。 

したがって、実際にＰＦＩ事業を実施するに当たり、入札前に明示的に確定すること

ができなかった事項については、必要に応じて、落札者が決定された後の協定を締結す

る段階において、発注者と事業者との間で明確化を図ることは、ＰＦＩ事業の円滑な実

施に資するものであると考えられ、入札前に公表された契約書案、入札説明書等の内容

について、協定締結時に変更が一切許容されないものではない。 

ただし、他の競争参加者が当該落札者よりもより有利な条件や価格を提示することが

明らかに可能となる条件変更を行うことは、競争性確保の観点からは許容されない。 
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株式、権利義務の譲渡に関する基本協定書及び事業契約書の例 

 

１．株式の譲渡については、基本協定書に定められている。 

 

 

①公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備事業 

甲：発注者 

乙：●グループ 

（株式の譲渡等）  

第 4 条 乙は、本事業が終了するときまで、甲の事前の書面による承諾がある

場合を除き、その保有する事業予定者の株式を譲渡し、担保権を設定し又はそ

の他の処分をしてはならない。 

 

 

②中央合同庁舎第８号館整備等事業 

甲：内閣府及び国土交通省 

乙：落札者の構成員 

（事業者の出資者） 

第 5条 乙は、前条第 1 項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙 1 に

設立時の出資額として記載されている金額及び数量の事業者の株式を引き受

けるとともにその他の出資者に引き受けさせる。 

２ 乙は、事業計画書に基づき事業者の増資を計画している場合、事業者の設

立登記の完了後速やかに、事業者に、別紙 2 の様式による増資計画書を甲に

提出させる。 

３ 乙は、事業者の設立時における出資者に、以下の各号に定める事項を誓約

させ、別紙 3 の様式による出資者誓約書を事業契約の締結と同時に甲に提出

させる。 

一 各出資者は、事業者の株主構成に関し、その時々において乙によって事業

者の全議決権の 2 分の 1 を超える議決権が保有されており、かつ、乙以外の

各出資者の議決権保有比率が株主中最大とはならないことを条件とし、かかる

条件を事業期間が終了するまで維持する。 

二 各出資者は、原則として事業期間が終了するまで事業者に対する株式（潜

在株式を含む。）を保有し、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲

渡、担保権の設定その他一切の処分（合併、会社分割等による包括承継を含む。）

を行ってはならない。 

三 各出資者は、甲の事前の書面による承諾を得た上で、その所有に係る事業

者に対する株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合、当該譲受人に、別

紙 3 の様式による出資者誓約書をあらかじめ甲に提出させる。 

四 事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、
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各出資者は、これらの発行を承認する株主総会において、第一号に記載のある

議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使

する。 

４ 乙は、事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとす

る場合、当該株式等の取得予定者に、前項各号に定める事項を誓約させ、別紙

3の様式による出資者誓約書をあらかじめ甲に提出させる。 

 

 

③東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 

（ＳＰＣの株主） 

第５条 代表企業及び構成員は、前条第一項に基づきＳＰＣを設立するにあた

り、別紙１に落札者の出資額として記載されている金額のＳＰＣの株式の引受

けをし、また、別紙１記載のその他の株主をして記載されている金額の出資を

なさしめる。 

２ 代表企業及び構成員は、事業契約締結時における各株主をして、以下の各

号を誓約せしめ、事業契約の締結と同時に、別紙２記載の様式の誓約書を提出

せしめる。 

一 各株主は、その株主構成に関し、その時々において代表企業及び構成員で

ある株主によってＳＰＣの全議決権の２分の１を超える議決権が保有されて

おり、かつ、代表企業及び構成員以外の株主の議決権保有割合が株主中最大と

はならないことを条件とするものとし、かかる条件を事業期間が終了するまで

維持する。 

二 各株主は、事業期間が終了するまでＳＰＣの株式又はＳＰＣに対する債権

（劣後ローンを含む。）を保有するものとし、国の事前の書面による承諾があ

る場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 

三 各株主は、国の事前の書面による承諾を得たうえで、その所有に係るＳＰ

Ｃの株式又はＳＰＣに対する債権（劣後ローンを含む。）を譲渡しようとする

場合、当該譲受人をして、別紙２記載の誓約書を予め国に提出せしめるものと

する。 

四 ＳＰＣが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場

合、各株主は、これらの発行を承認する株主総会において、第一号記載の議決

権保有比率の維持が可能か否かを考慮したうえ、その保有する議決権を行使す

るものとする。 

五 各株主は、上記誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結するものと

し、その内容を証するため、当該株主間契約の原本証明付の写しを国に提出す

る。第三号の定めるところにより株主に変更が生じた場合、各株主は、株主間

契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行い、当該新株主は株主

間契約の当事者となるものとする。 
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④島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業 

甲：国 

乙：落札者の代表企業及び各構成企業 

（ＳＰＣの株主） 

第７条 乙は，第６条第１項の規定に基づきＳＰＣを設立するに当たり，別紙１

に乙の出資額として記載されている金額のＳＰＣの株式の引受けをし，また，

別紙１のその他の株主に記載されている金額の出資をさせる。 

２ ＳＰＣの各株主については，その役員（いかなる名称によるかを問わず，こ

れと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）のうちに次のいずれかに

該当する者があってはならない。 

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得な

い者 

二 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者 

３ 乙は，ＳＰＣ設立時及び増資時において，各株主をして次の各号の事項を誓

約させ，また，別紙２の誓約書を提出させなければならない。 

一 株主は，その株主構成について，事業契約が終了するまでの間，乙がＳＰＣ

の全議決権の２分の１を超える議決権を保有し，かつ，代表企業の議決権保有

割合が株主中最大であることを維持すること。 

二 株主は，原則として事業契約が終了するまでの間，ＳＰＣの株式を保有し，

甲の事前の書面による承諾がある場合を除き，譲渡，担保権の設定その他一切

の処分（合併・会社分割等による包括承継を含む。）を行わないこと。 

三 株主は，甲の事前の書面による承諾を受け，その所有に係るＳＰＣの株式に

関する権利義務を譲渡しようとする場合には，当該譲受人に別紙２の誓約書と

同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。 

四 ＳＰＣが，株式，新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

には，株主は，これらの発行を承認する株主総会において，第１号の議決権保

有比率を維持することが可能か否かを考慮した上，その保有する議決権を行使

すること。 

五 株主は，第３号の誓約の内容を担保するため，株主間契約を締結し，その内

容を証するため，当該株主間契約の謄本を甲に提出すること。また，同号の規

定により株主に変更が生じた場合には，株主は，株主間契約において当該新株

主を当事者とする旨の変更を行うこと。 

六 株主は，本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い，甲

の事前の書面による承諾がある場合を除き，当該情報を第三者に開示しないこ

と。 
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⑤（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業（仙台市） 

甲：発注者 

乙：●グループ（協力企業を含む。） 

（株式の譲渡等） 

第３条 乙の各構成員（以下「各構成員」という。）は、その保有する事業予定

者の株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に

書面による甲の承諾を得なければならない。 

２ 各構成員は、前項に従い甲の承諾を得て事業予定者の株式に担保権を設定

した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに甲に提出するも

のとする。 

 

 

⑥千葉市新港学校給食センター整備事業（千葉市） 

甲：千葉市 

乙：［応募グループの代表企業及び構成企業］ 

（株式の譲渡） 

第４条 乙は、事業契約上の事業期間が終了するまで特別目的会社の株式を保

有するものとし、保有する特別目的会社の株式の譲渡、担保権等の設定その他

の処分を行う場合には、甲の事前の書面による承認を得るものとする。 

２ 乙は、前項に従い甲の承認を得て特別目的会社の株式の譲渡、担保権等の

設定その他の処分をした場合には、処分の契約の締結後速やかに、当該処分に

係る契約書の写しを甲に提出するものとする。 

 

⑦福岡市新病院整備等事業（福岡市） 

甲：福岡市 

乙：落札者の代表企業及びその他の各構成員 

（ＳＰＣの株主） 

第７条 乙は、第６条第１項の規定に基づきＳＰＣを設立するに当たり、別紙

１に乙の出資額として記載されている金額のＳＰＣの株式の引受けをし、ま

た、別紙１のその他の株主に記載されている金額の出資をさせる。 

２ 乙は、事業契約締結時及び増資時において、各株主をして次の各号の事項

を誓約させ、また、別紙２の誓約書を提出させなければならない。 

一 株主は、その株主構成について、事業契約が終了するまでの間、乙がＳＰ

Ｃの全議決権の２分の１を超える議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権

保有割合が株主中最大であることを維持すること。 

二 株主は、原則として事業契約が終了するまでの間、ＳＰＣの株式を保有し、

甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一

切の処分（合併・会社分割等による包括承継を含む。）を行わないこと。 
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三 株主は、甲の事前の書面による承諾を受け、その所有に係るＳＰＣの株式に

関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に別紙２の誓約書と

同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。 

四 ＳＰＣが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

には、株主は、これらの発行を承認する株主総会において、第１号の議決権保

有比率を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使

すること。 

五 株主は、第３号の誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内

容を証するため、当該株主間契約の写しを甲に提出すること。また、同号の規

定により株主に変更が生じた場合には、株主は、株主間契約において当該新株

主を当事者とする旨の変更を行うこと。 

六 株主は、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、甲

の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこ

と。 

七 株主は、ＳＰＣが提示条件及び本件提案に従って本事業を遂行していない場

合、事業契約に規定される解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況

に問題が発生している場合、甲の要求に従って、甲とＳＰＣとの協議に参加し、

ＳＰＣに関する情報を甲に提供すること。 

 
⑧川井浄水場再整備事業（横浜市） 

（株式の譲渡） 

第４条 各構成員は、事業契約が終了するまで事業者の株式を保有するものと

し、保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定又はその他の処分を行う場

合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。ただし、各構成

員は、いかなる場合も、反社会的勢力（集団的に又は常習的に違法行為（犯

罪行為を含むが、これに限られない。）を行うことを助長するおそれがある団

体又はかかる団体の構成員をいう。）その他これに類する者に対し、かかる処

分を行ってはならない。 
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２．事業者の権利義務の譲渡については、事業契約書に定められている。 
 
 
①公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備事業 

甲：発注者 

乙：選定事業者 

（事業者の権利義務の譲渡） 

第 73 条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約に係

る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処

分をしてはならない。 

２ 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、

事業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新

株予約権付社債の発行についても、同様とする。 

３ 甲は、前二項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく

阻害し、又は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると

認められる場合には、承諾を与えないことができる。 

 

 

②中央合同庁舎第８号館整備等事業 

（権利義務の譲渡等） 

第 10 条 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、本施設等（本施設等内

の什器備品その他の動産を含む。）、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若

しくは義務を、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保の目的に供し、又はそ

の他の方法による処分をしてはならない。 

２ 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当

ててはならない。 

３ 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはなら

ない。 

４ 国は、選定企業、再受任者、又は下請負人が、事業者の経営若しくは本事

業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合

には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。 
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③東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 

（事業者の権利義務の譲渡） 

第 101 条 事業者は、あらかじめ国の承諾を得なければ、本契約又は本件事業

に関して国との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を

第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分

を行ってはならない。 

２ 事業者は、事業期間中においては、あらかじめ国の承諾を得ない限り、出

資者以外の第三者に対して株式、新株予約権及び新株予約権付社債（次項にお

いて「株式等」という。）を発行し、事業者の株式を引き受ける権利を出資者

以外の第三者に対して与え、又は他の法人との合併、営業譲渡、会社分割等、

事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。 

３ 国は、前２項に定める行為が、事業者の経営若しくは本件事業の安定性を

著しく阻害し、又は国の事業に関与することが適切でない者が参加することと

なると認められる場合には、承諾を与えないことができる。 

 

④島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業 

（権利義務の譲渡等） 

第７条 事業者は，あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き，本契約により生

ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，若しくは承継させ，又は担保に供する

ことその他一切の処分を行ってはならない。 

２ 事業者は，本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間，あらかじ

め国の承諾を受けた場合を除き，本契約上の地位及び本事業について国との

間で締結した契約に基づく契約上の地位について，これを第三者に譲渡し，

若しくは承継させ，又は担保に供することその他一切の処分を行ってはなら

ない。 

３ 事業者は，譲渡制限の付された株式について株主から株式譲渡の承認を請

求されたときは，当該請求から２週間以内に，当該譲渡の承認の可否につい

て取締役会での決議を行わなければならない。この場合には，事業者は，当

該譲渡につき国の承諾を受けていることを国に確認した後でなければ当該譲

渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。 

４ 事業者は，あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き，第三者に対し新株を

割り当ててはならない。ただし，既に事業者の出資者である者に対しては，

この限りでない｡ 

５ 事業者は，あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き，定款の変更，重要な

資産の譲渡，事業譲渡等，合併，会社分割，株式交換，株式移転その他の組

織変更を行ってはならない。 

６ 国は，第１項から第５項までの承諾をする場合には，本事業の安定性を著

しく阻害し，又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとな

ると認められるときその他合理的な理由があるときを除き，当該承諾の留保
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又は遅延をしてはならない。 

７ 事業者は，特別目的会社であることにかんがみ，本契約及び要求水準等に

より事業者が行うべきものとされている事業（附帯的事業を含む。）のほかは，

自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず，本事業と

直接関係のない事業を一切行ってはならない。 

８ 事業者は，本契約に基づき国に本施設を引き渡し，本施設の所有権を取得

させた後１年間経過するまでの間は，解散してはならない。ただし，第 74 条

に規定する所有権移転後の瑕疵担保責任に係る事業者の債務について，建設

企業その他の国の承諾する第三者が別紙 20 の保証書を国に提出した場合に

は，この限りではない。 

  

 

⑤（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業（仙台市） 

 

⑥千葉市新港学校給食センター整備事業（千葉市） 

 

第 75 条（第三者割当て） 

1 事業者は、事業者の株主又は出資者（匿名組合出資及び優先出資をした者を

含む。）以外の第三者に対し新株を割当てるときは、事前に市の承諾を得、また、

この場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに

別紙 14 の様式及び内容の誓約書を提出させる。 

2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、落札者が事業者の発行済み株式総数

の過半数を保持するよう新株を発行する。 

甲：千葉市 

乙：特別目的会社たる株式会社 

（新株発行等） 

第７３条 乙は、甲による事前の承諾がない限り、乙が設立された当時からの

株主以外の第三者に対して新株を発行しないものとする。乙は、本契約の締結

後、速やかに、株主に別紙13の様式による出資者保証書を作成させ、これを甲

に提出しなければならない。 

 

（契約上の地位の譲渡） 

第８１条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は、本契約上の地位及び権利

義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはなら

ない。 

２ 乙は、成果物（未完成の完成物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）

を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 
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⑦福岡市新病院整備等事業（福岡市） 

（誓約事項） 

第 8条 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、本契約により生

ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供するこ

とその他一切の処分を行ってはならない。 

２ 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、本契約上の地位及び

本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これ

を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処

分を行ってはならない。 

３ 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、要求水準等の規定に

従って本事業の実施のために事業者が自ら所有する機器類、什器備品その他の

物件について、その所有権又は使用権を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。 

４ 事業者は、譲渡制限の付された株式について株主から株式譲渡の承認を請

求されたときは、当該請求から【２】週間以内に、当該譲渡の承認の可否につ

いて取締役会での決議を行わなければならない。この場合には、事業者は、当

該譲渡につき市の承諾を受けていることを市に確認した後でなければ当該譲

渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。 

５ 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、第三者に対し新株を

割り当ててはならない。ただし、既に事業者の出資者である者に対しては、こ

の限りでない｡ 

６ 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、定款の変更、重要な

資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織

変更を行ってはならない。 

７ 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、資本金の額の減少を

行ってはならない。 

８ 市は、第１項から第６項までの承諾をする場合には、本事業の安定性を著

しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなる

と認められるときその他合理的な理由があるときを除き、当該承諾の留保又は

遅延をしてはならない。ただし、変更後であっても構成員全体の出資比率の合

計は、発行済株式の総数の 50％を超えるものとし、かつ代表企業の出資比率

は出資者中最大となるものとする。 

９ 事業者は、特別目的会社であることに鑑み、本契約及び要求水準等により

事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への

委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行

ってはならない。 

１０ 事業者は、本契約上の債権債務関係が終了してから１年と１日を経過す

るまで、解散をしてはならず、また、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生

手続、その他の倒産手続の申立を行ってはならない。 
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⑧川井浄水場再整備事業（横浜市） 

（権利義務の譲渡等） 

第 25 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位

又は本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、

若しくは担保提供その他一切の処分（他の法人との合併、他の法人との間で行

う会社分割等の組織再編による承継を含む。）を行ってはならない。 

２ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、株式、新株予約権、

新株予約権付社債その他乙の株式を取得することができる権利を付与する行

為を行ってはならない。ただし、乙の出資者であって、甲に附則第１条に定め

る「出資者誓約書兼保証書」を提出しているものについては、この限りではな

い。 
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福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 

（タラソ福岡） 
 

 

１ 事業の概要 

（１）事業実施主体：福岡市 

（２）事業者：タラソ福岡（代表企業：大木建設、他 19 社が出資） 

       平成 17 年２月以降は福岡臨海ＰＦＩ（九州リースサービス、ゼクタの２

社が出資） 

（３）事業内容 

   温水プールを中心とした複合運動施設の設計・建設及び運営 

（４）事業期間：平成 13 年２月～平成 29 年３月（16 年間（運営期間 15 年間）） 

（５）供用開始：平成 14 年４月 

（６）所有形態：ＢＯＴ方式 

（７）事業類型：混合型 

（８）契約金額：11.9 億円 

 

２ 事案の概要と現状 

（１）概要：事業者は提案時に年間利用者数を 24.7 万人と見込んでいたが、実績は 14
年度 10.9 万人、15 年度 13.3 万人と見込みを大幅に下回った。総売上額も
提案時には年間 4.4億円を見込んでいたが、実績は 14年度 2.1億円、15年
度 2.2億円と大きく下回った。このため２年連続で赤字となり、ＳＰＣが債
務超過に陥った。 

ＳＰＣの資金繰りを支援していた大木建設（代表企業）が 16 年４月に破

たんしたこともあり、ＳＰＣも 16 年９月に施設の閉鎖を決定、同年 11 月に

事業が停止した。 

（２）現状：新事業者に事業を譲渡し、平成 17 年４月からは新事業者の下で事業が再開

している。 

 

３ 総務省「ＰＦＩ事業に関する政策評価書」（平成 20 年 1 月 11 日）及び福岡市ＰＦＩ

事業推進委員会「タラソ福岡の経営破綻に関する調査検討報告書」（平成 17 年５月 12

日）による指摘事項 

①選定事業者の過大な需要予測に対し、その実現見通しを公共施設等の管理者が客観的

に審査しなかった。（政策評価書） 
②選定事業者の財務状況をモニタリングする意識が乏しく、選定事業者に財務状況に関

する書類の提出を求めていなかった。（政策評価書） 
③融資者が「福岡市による本施設の買取価格の金額で回収可能な範囲」でしか融資を行

わず、融資者が果たすべき役割が機能する前提が欠如していた。実際にＳＰＣが経営

破綻に瀕しても、融資者は事業立て直しの努力を行わなかった。（福岡市報告書） 
④選定事業者から経営悪化の報告を受けた後も、融資者が事業に介入するであろうとい

う期待を持ち、公共施設等の管理者が選定事業者の経営悪化に迅速に対応しなかった。

（政策評価書） 
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高知医療センター整備運営事業 

 

１ 事業の概要 

（１）事業実施主体：高知県・高知市病院企業団 

（２）事業者：高知医療ピーエフアイ株式会社（代表企業オリックス株式会社、他 10 社

が出資） 

（３）事業内容 

  高知医療センターの病院施設等の整備、維持管理、医療関連サービス（診療材料

等の購買に関連する業務を含む） 

（４）事業期間：平成 14 年 12 月～平成 44 年 3 月（30 年間） 

（５）供用開始：平成 17 年 3 月 1 日 

（６）所有形態：ＢＴＯ方式（病院本館施設） 

         ＢＯＴ方式（職員宿舎等その他施設） 

（７）事業類型：サービス購入型  

（８）契約金額：2131.9 億円 

 

２ 事案の概要と現状 

① 高知医療センターは、平成 17 年度以降、毎年度 20 億円前後の赤字を計上している。 

② 開業当初、ＳＰＣの医療事務に関し、複数の診療報酬の請求漏れ等の事務ミスがあ

った。 

③ 平成 18 年 3 月、高知医療センターの院長が辞職。 

④ 平成 18 年 11 月、高知医療センター経営改善推進委員会が「高知医療センターの経

営改善に向けて（中間提言）」をとりまとめ。 

⑤ ＳＰＣは平成 18 年度の委託料のうち、マネジメント料 2 億 4 千万円を辞退。 

⑥ 平成 19 年９月、高知県警察本部が高知医療センターの前院長を収賄で、ＳＰＣの

構成企業の元従業員 2 名を贈賄でそれぞれ逮捕。 

⑦ 平成 19 年 12 月には、高知県議会では「高知医療センターの経営改善を求める決議」、

高知市議会では「高知医療センターの経営改善を求める決議」。 

高知市議会の決議の内容は概要のとおり。 

イ オリックスグループの提案内容は、材料費を医療行為で得られる収入の23.4％

以下とすることでＶＦＭを生み出すこととしている。しかし実際には 30％近

い額となり、予算を 8 億円以上オーバーする事態となっている。 

ロ ＳＰＣのマネジメントが十分でないことや、医事業務における診療報酬請求事

務の不手際も指摘されるなど、ＰＦＩ事業の目指すサービスの質の向上や経済

性、効率性が発揮されているとは言い難く、まさに契約違反とも言える状態に

ある。 

⑧ 平成 21 年 11 月、高知県・高知市病院企業団とＳＰＣが「合意によるＰＦＩ事業契

約の終了」について合意。平成 22 年３月末に契約終了。 

 

(注)「ホテルのような施設は過大投資」との指摘もある（平成 18 年 7 月 29 日号週刊東洋

経済）。なお、本ＰＦＩ事業では、病院本館施設の設計行為はＰＦＩの対象外。 
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ひびきコンテナターミナルＰＦＩ事業 

 

 

１ 事業の概要 

（１）事業実施主体：北九州市 

（２）事業者：ひびきコンテナターミナル株式会社（代表企業シンガポール港湾公社 

（ＰＳＡ）。北九州市が 10%出資している他 15 社が出資） 

（３）事業内容 

   荷さばき施設等の整備及び維持管理並びにコンテナターミナルの運営 

（４）事業期間：平成 16 年 2 月～平成 42 年 3 月（26 年間） 

（５）供用開始：平成 17 年 4 月 1 日 

（６）所有形態：ＢＯＴ方式 

（７）事業類型：独立採算型（受益者負担型） 

（８）契約金額：－ 

 

 

２ 事案の概要と現状 

（１）概要：平成 17 年 4 月に事業開始後、貨物取扱量は 17 年度 5,823TEU（1TEU＝20 フ

ィートコンテナ 1 個分でおよそ 39m3。以下同じ。）、18 年度は 2 万 9,358TEU

と、需要予測（17 年度 7 万 TEU、18 年度 14 万 TEU）を大きく下回り、ＳＰ

Ｃ（第三セクター）の経営は悪化した。 

（２）現状：平成 19 年 10 月に、管理者がＳＰＣの保有する施設を約 40 億円で購入し、

ターミナル運営は市の直轄に移行。事業者の業務の範囲は、一元的なターミ

ナルオペレート業務からターミナルの運営補助・施設の保守点検などの施設

管理業務へと大幅に縮小された。 

 

 

３ 総務省「ＰＦＩ事業に関する政策評価書」（平成 20 年 1 月 11 日）による指摘事項 

● 特定事業選定時に「ＰＦＩ事業として実施する場合は、公共が直接事業を実施する場

合に比べ、高い事業効果と経済効果を期待できる。」と評価している。 
しかし、財政負担の評価について、「独立採算型であることから公共の負担が発生し

ない。」としているのみであり、また、民間事業者のノウハウ及び投下資金回収努力

による施設稼働率の向上や維持管理におけるコストダウン、サービス水準の向上や取

扱貨物量の増大が「期待できる」との定性的な評価がなされているのみで、その収益

性や、効率的かつ効果的な運営が達成できることの根拠が定かでない。 
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名古屋港ガーデンふ頭東地区臨港緑地整備等事業 

（名古屋港イタリア村） 

 

 

１ 事業の概要 

（１）事業実施主体：名古屋港管理組合（愛知県と名古屋市で構成） 

（２）事 業 者：名古屋港イタリア村株式会社（セラヴィリゾート株式会社（代表企業）

他 2 社） 

（３）事業内容 

①園路・広場等の整備、維持管理・運営等②立体駐車場の新築、維持管理・運営

等③倉庫の改修・補修、維持管理・運営等 

（４）事業期間：平成 16 年 7 月～平成 32 年 3 月（16 年間） 

（５）供用開始：平成 17 年 4 月 

（６）所有形態：ＢＴＯ方式（園路・広場等）・ＢＯＴ方式（立体駐車場）・ＲＯＴ方式

（倉庫） 

（７）事業類型：独立採算型（受益者負担型） 

（８）契約金額：－ 

 

２ 事案の概要と現状 

（１）概要：①本事業は検討段階からセラヴィリゾート株式会社から具体的な提案を受

け、ＰＦＩ事業を採用することとした。ＰＦＩ事業者の公募では応募はセ

ラヴィリゾート株式会社 1 社だけだったが、審査の結果セラヴィリゾート

を選んだ。 

      ②イタリア村は愛知万博にあわせて平成 17 年 4 月に開業。初年度は入場者

が 400 万人に達したが、万博閉幕後は客足が急減し、平成 18 年度には 200

万人を下回った。その後経営難に陥り、平成 20 年 5 月 7 日に「名古屋港

イタリア村株式会社」が自己破産手続きに入り、経営破綻した。 

       

（２）現状：平成 20 年 9 月 24 日付で事業契約を解除した。 

 

３ 名古屋港管理組合議会資料による指摘事項 

● 経営が破綻した原因としては、①事業契約を軽視し、事業提案時の事業計画及び資金

計画を大幅に変更するなど、計画性の損なわれた経営体質であったこと、②代表企業

の経営に過度に依存した資金調達が行われたこと、③事業開始後において、組合によ

るモニタリングが十分機能しなかったこと、④金融機関と連携した財務監視が十分機

能しなかったことが挙げられる。（平成 20 年 7 月 24 日名古屋港管理組合議会資料） 
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近江八幡市民病院整備運営事業 

 

 

１ 事業の概要 

（１）事業実施主体：近江八幡市 

（２）事業者：ＰＦＩ近江八幡株式会社（代表企業：株式会社大林組、他２社出資） 

（３）事業内容 

  病院施設の設計・建設及び、これらの維持管理業務、運営業務の一部及びその他

の業務を行う。（医療業務の実施主体は近江八幡市立総合医療センターであり、

医療業務はＰＦＩ事業の対象外） 

（４）事業期間：平成 15 年 11 月～平成 48 年（約 33 年間（供用開始後 30 年間）） 

（５）供用開始：平成 18 年 10 月 

（６）所有形態：ＢＯＴ方式 

（７）事業類型：サービス購入型 

（８）契約金額：約 676 億円 

 

２ 事案の概要と現状 

（１）概要： 

①近江八幡市立総合医療センターが平成 18 年度に３億円、平成 19 年度に 27 億円の赤

字を計上。病院からＳＰＣに対する支払いは契約で一定額とされている。 

②平成 19 年 12 月、近江八幡市立総合医療センターのあり方検討委員会設置 

③平成 20 年１月、同委員会が近江八幡市立総合医療センターのあり方に関する提言（以

下、「提言」という。）をまとめる。提言の主な指摘事項は、次のとおり。 

 イ 資金が不足している原因として、当初平成 19 年度に予定していた旧病院跡地の

売却が先送りになったことから、あてにしていた収入が発生しなかったことの

影響が大きいが、最大の理由としては、そもそも当初計画していた収入と支出

の金額がそれぞれ相当高い水準であったにも関わらず、収入が見込みほど確保

できずに支出だけが予定通りしっかりと発生してしまったという点が挙げられ

る。 

 ロ 病院からＳＰＣへの維持管理費及び運営費の支払いは病院にとっては事実上ほ

ぼ固定化された費用であり、直営委託方式と比べて契約内容や金額の変更に関

する柔軟性に欠ける。 

 ハ 市・病院とＳＰＣ側双方の経営責任者間の普段からのコミュニケーションが不

足している。また、ＳＰＣにおいては、実質的な調整権限のある職員が、直接

委託方式における現場責任者と同じ程度に、常時すべての委託業務の現場に張

り付いていない。 

 ニ 病院がＳＰＣに支払う対価のうち、支払金利相当額の負担が非常に重い。地方

債による資金調達であれば割安になる。  

（２）近江八幡市がＳＰＣに 20 億円の損失補償金を支払い、平成 21 年 3 月 31 日付けで

ＰＦＩ事業契約を合意により解除。 
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ＰＦＩの事業類型 

●サービス購入型 
 

 

 

 

 

 

●独立採算型（受益者負担型） 
 

 

 

 

 

 

●混合型 
 

 

 
 
 
 
 
 

●公立病院の実施例（サービス購入型の一類型） 
 

公共 
選定事業者 

（ S P C ） 
利用者 

サービス購入料
支払い サービス

提供 

事業契約 

公共 
選定事業者 

（ S P C ） 利用者 

料金支払い 

サービス

提供 

事業契約 

公共 
選定事業者 

（ S P C ） 
利用者 

料金支払い 

サービス

提供 
事業契約 

サービス購入
料支払い 

公共 

選定事業者 

（ S P C ） 

医療サービ

ス受益者 

事業契約 

料金支払い 

医療サービス提供 

※サービスの内容は、施設の整備、維持管理、受付・案内等の業務、給食、洗濯、薬剤調達等 

サービス購入料
   支払い 

病院（医療業務

実施主体） 

※ サービス提供 
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◎ 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
） 

 
（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、

効
率
的
か
つ
効
果
的
に
社
会
資
本
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
設
備
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

一 

道
路
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
、
河
川
、
公
園
、
水
道
、
下
水
道
、
工
業
用
水
道
等
の
公
共
施
設 

二 

庁
舎
、
宿
舎
等
の
公
用
施
設 

三 

公
営
住
宅
及
び
教
育
文
化
施
設
、
廃
棄
物
処
理
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
更
生
保
護
施
設
、
駐
車
場
、
地
下
街
等
の
公
益
的
施
設 

四 

情
報
通
信
施
設
、
熱
供
給
施
設
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
、
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
（
廃
棄
物
処
理
施
設
を
除
く
。
）
、
観
光
施
設
及
び
研
究
施
設 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
は
、
公
共
施
設
等
の
整
備
等
（
公
共
施
設
等
の
建
設
、
改
修
、
維
持
管
理
若
し
く
は
運
営
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画

を
い
い
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
業
（
市
街
地
再
開
発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
他
の
市
街
地
開
発
事

業
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。 

一 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
で
あ
る
各
省
各
庁
の
長
（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
会
計
検
査
院
長
及
び
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

又
は
特
定
事
業
を
所
管
す
る
大
臣 

二 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
特
定
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長 

三 

公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
そ
の
他
の
公
共
法
人
（
市
街
地
再
開
発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
他
の
市
街
地
開
発
事

業
を
施
行
す
る
組
合
を
含
む
。
以
下
「
公
共
法
人
」
と
い
う
。
） 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
選
定
事
業
」
と
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
特
定
事
業
を
い
う
。 
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５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
選
定
事
業
者
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
事
業
を
実
施
す
る
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
（
こ
れ
ら
に
係
る
公
共
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
民
間
事
業
者
と
の
適
切
な
役
割
分
担
並
び
に
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
行
政
の
効
率
化
又
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
財
産
の
有
効

利
用
に
も
配
慮
し
、
当
該
事
業
に
よ
り
生
ず
る
収
益
等
を
も
っ
て
こ
れ
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
民
間
事
業
者
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
実
施
を
民
間
事
業
者
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

特
定
事
業
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
民
間
事
業
者
と
の
責
任
分
担
の
明
確
化
を
図
り
つ
つ
、
収
益
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

民
間
事
業
者
に
対
す
る
関
与
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
民
間
事
業
者
の
有
す
る
技
術
及
び
経
営
資
源
、
そ
の
創
意
工
夫
等
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、

低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
が
国
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
基
本
方
針
等
） 

第
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
特
定
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

基
本
方
針
は
、
特
定
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
特
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
事
業
の
健
全
か
つ
効
率
的
な

促
進
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

民
間
事
業
者
の
発
案
に
よ
る
特
定
事
業
の
選
定
そ
の
他
特
定
事
業
の
選
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

二 

民
間
事
業
者
の
募
集
及
び
選
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

三 

民
間
事
業
者
の
責
任
の
明
確
化
等
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

四 

法
制
上
及
び
税
制
上
の
措
置
並
び
に
財
政
上
及
び
金
融
上
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

五 

そ
の
他
特
定
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

３ 

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

特
定
事
業
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
お
け
る
公
共
性
及
び
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
事
業
に
要
す
る
費
用
の
縮
減
等
資
金
の
効
率
的

使
用
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
け
る
行
政
の
か
か
わ
り
方
の
改
革
、
民
間
の
事
業
機
会
の
創
出
そ
の
他
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。 
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二 

民
間
事
業
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
公
開
の
競
争
に
よ
り
選
定
を
行
う
等
そ
の
過
程
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
尊
重
す
る

こ
と
。 

三 

財
政
上
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
制
度
に
基
づ
く
方
策
を
基
本
と
し
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

４ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
各
省
各
庁
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会

の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
各
省
各
庁
の
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

７ 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
た
上
で
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
て
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か

し
つ
つ
、
特
定
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
実
施
方
針
） 

第
五
条 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
次
条
の
特
定
事
業
の
選
定
及
び
第
七
条
第
一
項
の
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
基
本
方
針
に
の
っ
と

り
、
特
定
事
業
の
実
施
に
関
す
る
方
針
（
以
下
「
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

実
施
方
針
は
、
特
定
事
業
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
事
業
の
選
定
に
関
す
る
事
項 

二 

民
間
事
業
者
の
募
集
及
び
選
定
に
関
す
る
事
項 

三 

民
間
事
業
者
の
責
任
の
明
確
化
等
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

四 

公
共
施
設
等
の
立
地
並
び
に
規
模
及
び
配
置
に
関
す
る
事
項 

五 

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
又
は
協
定
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

六 

事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

七 

法
制
上
及
び
税
制
上
の
措
置
並
び
に
財
政
上
及
び
金
融
上
の
支
援
に
関
す
る
事
項 

八 

そ
の
他
特
定
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

３ 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
実
施
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
実
施
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 
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（
特
定
事
業
の
選
定
） 

第
六
条 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
基
本
方
針
及
び
実
施
方
針
に
基
づ
き
、
実
施
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
特
定
事
業
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
民
間
事
業
者
の
選
定
等
） 

第
七
条 
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事
業
を
選
定
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
を
公
募
の
方
法
等
に
よ

り
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
民
間
事
業
者
は
、
本
来
同
項
の
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
又

は
協
定
に
お
い
て
当
該
民
間
事
業
者
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
客
観
的
な
評
価
） 

第
八
条 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
第
六
条
の
特
定
事
業
の
選
定
及
び
前
条
第
一
項
の
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
客
観
的
な
評
価
（
当
該

特
定
事
業
の
効
果
及
び
効
率
性
に
関
す
る
評
価
を
含
む
。
）
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
前
条
第
一
項
の
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
事
業
者
の
有
す
る
技
術
及
び
経
営
資
源
、
そ
の
創
意
工
夫

等
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
が
国
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
原
則
と
し
て
価
格
及
び
国
民
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
そ
の

他
の
条
件
に
よ
り
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
） 

第
九
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
事
業
に
係
る
契
約
で
そ
の
種
類
及
び
金
額
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
） 

第
九
条
の
二 

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
る
公
共
施
設
等
の
管
理
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
選
定
事
業
の
円
滑
な
実
施
が

促
進
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
選
定
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か

に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
選
定
事
業
の
実
施
） 

第
十
条 

選
定
事
業
は
、
基
本
方
針
及
び
実
施
方
針
に
基
づ
き
、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
及
び
選
定
事
業
者
が
策
定
し
た
事
業
計
画
若
し
く
は
協
定
又
は
選
定
事
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業
者
（
当
該
施
設
の
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
が
策
定
し
た
事
業
計
画
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

選
定
事
業
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
（
当
該
法
人
の
出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
選

定
事
業
者
の
責
任
が
不
明
確
と
な
ら
な
い
よ
う
特
に
留
意
し
て
、
前
項
の
事
業
計
画
又
は
協
定
に
お
い
て
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
と
の
責
任
分
担
が
明
記
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
国
の
債
務
負
担
） 

第
十
一
条 

国
が
選
定
事
業
に
つ
い
て
債
務
を
負
担
す
る
場
合
に
は
、
当
該
債
務
を
負
担
す
る
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
は
、
当
該
会
計
年
度
以
降
三
十
箇
年

度
以
内
と
す
る
。 

（
行
政
財
産
の
貸
付
け
） 

第
十
一
条
の
二 

国
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
定

事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
（
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。）
を
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
選
定
事
業
者
が
一
棟
の
建
物
の
一
部
が
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ
る
当
該
建
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
定
建
物
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
特
定
建
物
の
う
ち
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施

設
等
の
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
民
間
施
設
」
と
い
う
。
）
を
選
定
事
業
の
終
了
（
当
該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結
し
た
契
約
の
解

除
に
よ
る
終
了
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ

の
者
（
当
該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結
し
た
契
約
の
解
除
に
よ
る
終
了
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管

理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
施
設
を
譲
渡
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用

途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に 
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関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
は
、
第
三
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該

特
定
民
間
施
設
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
公
共

施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
定
民
間
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、

行
政
財
産
（
同
法
第
二
百
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
次
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
選
定
事
業
者
が
特
定
建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お

い
て
、
当
該
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
特
定
民
間
施
設
を
選
定
事
業
の

終
了
の
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
施
設
を

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産

で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当

該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１０ 

前
項
の
規
定
は
、
第
八
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該

特
定
民
間
施
設
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
公
共

施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
定
民
間
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
民
間
施
設
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

１１ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
四
条
並
び
に
借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
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第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い. 

1２ 

国
有
財
産
法
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第

二
百
三
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
、
そ   

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

第
十
二
条
の
三 

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
特
定
施
設
（
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
（
公
営
住
宅
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
三
号
及
び
第
四
号
施
設
」
と

い
う
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の
う
ち
第
三
号
及
び
第
四
号
施
設
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
の
事
業
で
あ
っ
て
、
選
定
事
業
の
実
施
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
民
間
事
業
」
と
い
う
。
）

の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
事
業
を
行
う
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
を
選
定
事
業
の
終
了
の
後

に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
（
当
該
選
定
事
業
を
行
う
た
め
締
結
し
た
契
約
の
解
除
に
よ
る
終
了

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め

る
者
に
限
る
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
（
特
定
施

設
を
利
用
す
る
権
利
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当

該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
第
二
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
施
設
（
特

定
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設

等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
当
該
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公

共
施
設
等
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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５ 

前
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
民
間
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
民
間
事
業
を
行

う
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施
設
を
選
定
事
業

の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
選
定
事
業
者
が
特
定
民
間
事
業
に
係
る
特
定
施

設
（
特
定
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方

自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
施
設
を
譲

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
し
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
貸
し
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
の
規
定
は
、
第
六
項
又
は
前
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
施
設
（
特

定
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
含
む
。
）
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設

等
の
管
理
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
当
該
選
定
事
業
の
終
了
の
後
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公

共
施
設
等
で
あ
っ
た
施
設
に
係
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

前
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
一
項
か
ら

第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
「
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
三
第
五
項
か
ら
第

八
項
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
国
有
財
産
の
無
償
使
用
等
） 

第
十
二
条 

国
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
間
、
国
有
財
産
（
国
有
財
産
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
を
い
う
。）

を
無
償
又
は
時
価
よ
り
低
い
対
価
で
選
定
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
間
、
公
有
財
産
（
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
有

財
産
を
い
う
。）
を
無
償
又
は
時
価
よ
り
低
い
対
価
で
選
定
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
無
利
子
貸
付
け
） 

第
十
三
条 

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
選
定
事
業
者
に
対
し
、
選
定
事
業
の
う
ち
特
に
公
共
性
が
高
い
と
認
め
る
も
の
に
係
る
資
金
に
つ
い
て
無
利
子
で

貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
無
利
子
で
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
の
政
府
系
金
融
機

関
等
の
審
査
機
能
又
は
貸
付
け
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
資
金
の
確
保
等
及
び
地
方
債
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
十
四
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
選
定
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
若
し
く
は
そ
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
又
は
法
令
の
範
囲
内
に
お
け
る
地
方

債
に
つ
い
て
の
特
別
の
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
土
地
の
取
得
等
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
十
五
条 

選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
等
に
つ
い
て
は
、
選
定
事
業
者
が
円
滑
に
取
得
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
に
基
づ
く
収
用
そ
の
他
関
係
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
支
援
等
） 

第
十
六
条 

第
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
事
業
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
基
本
方
針
及
び
実
施

方
針
に
照
ら
し
て
、
必
要
な
法
制
上
及
び
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
選
定
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
財
政
上
及
び
金
融
上
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
措
置
及
び
支
援
は
、
整
備
さ
れ
る
施
設
の
特
性
、
事
業
の
実
施
場
所
等
に
応
じ
た
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
公
共
団
体
及
び
公

共
法
人
の
主
体
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
規
制
緩
和
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
事
業
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
民
間
事
業
者
の
技
術
の
活
用
及
び
創
意
工
夫
の
十
分
な
発
揮
を
妨
げ
る
よ
う
な
規

制
の
撤
廃
又
は
緩
和
を
速
や
か
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
協
力
） 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
民
間
事
業
者
は
、
特
定
事
業
の
円
滑
な
実
施
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
協
力
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
等
に
よ
り
相
互
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
啓
発
活
動
等
及
び
技
術
的
援
助
等
） 

第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
知
識
の
普
及
、
情
報
の
提
供
等
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
の
理
解
、
同
意
及
び
協
力
を
得

る
た
め
の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
事
業
の
円
滑
か
つ
効
率
的
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
民
間
事
業
者
に
対
す
る
技
術
的
な
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
す
る
と

と
も
に
、
特
許
等
の
技
術
の
利
用
の
調
整
そ
の
他
民
間
事
業
者
の
有
す
る
技
術
の
活
用
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
担
保
不
動
産
の
活
用
等
） 

第
二
十
条 

選
定
事
業
者
が
選
定
事
業
を
実
施
す
る
際
に
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
不
動
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動

産
に
担
保
権
を
有
し
て
い
た
会
社
、
当
該
不
動
産
を
担
保
と
し
て
供
し
て
い
た
会
社
又
は
当
該
不
動
産
に
所
有
権
を
有
し
て
い
た
会
社
に
損
失
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
会
社
は
、
当
該
損
失
に
相
当
す
る
額
を
、
当
該
事
業
年
度
の
決
算
期
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
、
繰
延
資
産
と
し
て
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
決
算
期
か
ら
十
年
以
内
に
、
毎
決
算
期
に
均
等
額
以
上
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
中
「
左
ノ
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
左

ノ
金
額
及
内
閣
府
令
ニ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

貸
借
対
照
表
ノ
資
産
ノ
部
ニ
計
上
シ
タ
ル
金
額
中
内
閣
府
令
ニ
定
ム
ル
金
額
ノ
合
計
額
」
と
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
中
「
第
一
号
乃
至
第
四
号
ノ

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
乃
至
第
四
号
ノ
金
額
及
内
閣
府
令
二
定
ム
ル
場
合
二
於
ケ
ル
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
貸
借
対
照
表
ノ
資
産
ノ
部
二
計
上
シ
タ
ル
金
額
中
内
閣
府
令
二
定
ム
ル
金
額
ノ
合
計
額
」
と
す
る
。 

（
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会
） 

第
二
十
一
条 

内
閣
府
に
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ほ
か
、
実
施
方
針
の
策
定
状
況
、
特
定
事
業
の
選
定
状
況
、
特
定

事
業
の
客
観
的
な
評
価
状
況
そ
の
他
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
国
の
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
す
る
。 

３ 

民
間
事
業
者
等
は
、
委
員
会
に
対
し
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
国
の
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
関
す
る
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

委
員
会
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
国
の
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
及
び
総
合
調
整
を

図
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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５ 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
の
意
見
を
受
け
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
関
係
団
体
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
提
出
を
受
け
た
資
料
そ
の
他
所
掌
事

務
を
遂
行
す
る
た
め
に
収
集
し
た
資
料
の
公
表
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
員
会
の
組
織
） 

第
二
十
二
条 
委
員
会
は
、
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
九
人
で
組
織
す
る
。 

２ 

専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
三
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

  
 
 
 

附 

則 

（
抄
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
の
実
施
状
況
（
民
間
事
業
者
の
技
術
の
活
用
及
び
創
意
工
夫
の
十
分
な
発
揮
を
妨

げ
る
よ
う
な
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
状
況
を
含
む
。）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

政
府
は
、
公
共
施
設
等
に
係
る
入
札
制
度
の
改
善
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、
民
間
事
業
者
か
ら
質
問
又
は
提
案
を
受
け
る
こ
と
等
の
特
定
選
定
（
特
定
事

業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
民
間
事
業
者
と
の
対
話
の
在
り
方
、
段
階
的
な
事
業
者
選
定
の
在
り

方
、
特
定
選
定
の
手
続
に
お
け
る
透
明
性
及
び
公
平
性
の
確
保
そ
の
他
の
特
定
選
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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附 

則 

（
抄
）
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 
則 

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
一
号
） 

 
 

こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 
 

附 

則 

（
抄
）
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
五
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 
 

附 

則 

（
抄
）
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
五
号
） 

 
 

こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

◎ 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
） 

 
 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
契
約
の 

種
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
予
定
価
格
の
金
額
（
借
入
れ
に
あ
っ
て
は
、
予
定
賃
借
料
の
総
額
）
が

同
表
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。 
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
九
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

   
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選
定

事
業
者
が
建
設
す
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
共
施
設
等
（
地
方
公
共

団
体
の
経
営
す
る
企
業
で
地
方
公
営

企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
九
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
の
業
務
に

関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
買
入
れ
又

は
借
入
れ 

町
村 

五
〇
、
〇
〇
〇

市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
） 

一
五
〇
、
〇
〇
〇

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律 

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の 

十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市 

（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
指
定
都 

市
」
と
い
う
） 

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

千
円

都
道
府
県 

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
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◎ 

会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
） 

（
抄
） 

 
第
二
十
九
条 

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
所
掌
に
係
る
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。  

第
二
十
九
条
の
二 

各
省
各
庁
の
長
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
前
条
の
契
約
に
関
す
る
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。  

２ 

各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
前
項
の
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 

各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
又
は
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
、
契
約
担
当 

官
（
各
省
各
庁
の
長
又
は
第
一
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
前
三
項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
担
当
官
の
事
務
の
一
部
を
分
掌
す
る
職
員
は
、
分
任
契
約
担
当
官
と
い
う
。  

第
二
十
九
条
の
三 

契
約
担
当
官
及
び
支
出
負
担
行
為
担
当
官
（
以
下
「
契
約
担
当
官
等
」
と
い
う
。
）
は
、
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
公
告
し
て
申
込
み
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
競
争
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

前
項
の
競
争
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
同
項
の
公
告
の
方
法
そ
の
他
同
項
の
競
争
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。  

 

３ 

契
約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
競
争
に
加
わ
る
べ
き
者
が
少
数
で
第
一
項
の
競
争
に
付
す
る
必
要
が
な
い
場
合
及
び
同
項
の
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
名
競
争
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。  

４ 

契
約
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
を
許
さ
な
い
場
合
、
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
及
び
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
随
意
契
約
に
よ
る
も
の
と
す
る
。  

５ 

契
約
に
係
る
予
定
価
格
が
少
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
指
名
競
争
に
付
し
又
は
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
二
十
九
条
の
四 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
競
争
に
加
わ
ろ
う

と
す
る
者
を
し
て
、
そ
の
者
の
見
積
る
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
保
証
金
を
納
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
納
め
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
項
の
保
証
金
の
納
付
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
債
又
は
確
実
と
認
め
ら
れ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
担
保
の
提
供
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
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き
る
。  

第
二
十
九
条
の
五 

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
競
争
（
以
下
「
競
争
」
と
い
う
。
）
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

せ
り
売
り
に
付
す
る
と
き
を
除
き
、
入
札
の
方
法
を
も
つ
て
こ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
者
は
、
そ
の
提
出
し
た
入
札
書
の
引
換
え
、
変
更
又
は
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

第
二
十
九
条
の
六 

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
契
約
の
目
的
に
応
じ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲

内
で
最
高
又
は
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
の
支
払
の
原
因
と
な
る
契
約
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
、
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
つ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
つ
て

申
込
み
を
し
た
者
を
当
該
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

国
の
所
有
に
属
す
る
財
産
と
国
以
外
の
者
の
所
有
す
る
財
産
と
の
交
換
に
関
す
る
契
約
そ
の
他
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
契
約
に

つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
価
格
及
び
そ
の
他
の
条
件
が
国
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
（
同
項
た
だ
し
書
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
有
利
な
も
の
）
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
二
十
九
条
の
七 

第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
保
証
金
（
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
落
札
者
（
前
条
の
規

定
に
よ
り
契
約
の
相
手
方
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
付
に
係
る
も
の
は
、
そ
の
者
が
契
約
を
結
ば
な
い
と
き
は
、
国
庫
に
帰
属
す

る
も
の
と
す
る
。  

第
二
十
九
条
の
八 

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
、
又
は
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
契
約
の
目
的
、
契
約
金
額
、
履
行
期
限
、
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
担
当
官
等
が
契
約
の
相
手
方
と
と
も
に
契
約
書
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
、
当
該
契
約
は
、

確
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。  

第
二
十
九
条
の
九 

契
約
担
当
官
等
は
、
国
と
契
約
を
結
ぶ
者
を
し
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

他
の
法
令
に
基
づ
き
延
納
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
確
実
な
担
保
が
提
供
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
者
が
物
品
の
売
払
代
金
を
即
納
す
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
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定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
納
め
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
契
約
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

第
二
十
九
条
の
十 

前
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
契
約
保
証
金
（
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
）
は
、
こ
れ
を
納
付
し
た
者
が
そ
の
契
約

上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
損
害
の
賠
償
又
は
違
約
金
に
つ
い
て
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。  

第
二
十
九
条
の
十
一 

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自

ら
又
は
補
助
者
に
命
じ
て
、
契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
監
督
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
請
負
契
約
又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
ら
又
は
補
助
者
に

命
じ
て
、
そ
の
受
け
る
給
付
の
完
了
の
確
認
（
給
付
の
完
了
前
に
代
価
の
一
部
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
行
な
う
工
事
若
し
く
は
製
造
の
既
済
部
分

又
は
物
件
の
既
納
部
分
の
確
認
を
含
む
。）
を
す
る
た
め
必
要
な
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
目
的
た
る
物
件
の
給
付
の
完
了
後
相
当
の
期
間
内
に
当
該
物
件
に
つ
き
破
損
、
変
質
、
性
能
の
低
下
そ
の
他
の
事
故
が
生

じ
た
と
き
は
取
替
え
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
旨
の
特
約
が
あ
り
、
当
該
給
付
の
内
容
が
担
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
政
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
監
督
又
は
前
項
の
検
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

各
省
各
庁
の
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
監
督
及
び
第
二
項
の
検
査
を
、
当
該
契
約
に
係
る
契
約
担
当
官

等
及
び
そ
の
補
助
者
以
外
の
当
該
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
又
は
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

５ 

契
約
担
当
官
等
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
の
職
員
以
外
の
者
に
第
一
項
の
監
督
及
び
第
二
項
の
検
査
を
委
託
し
て

行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
二
十
九
条
の
十
二 

契
約
担
当
官
等
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
、
電
気
、
ガ
ス
若
し
く
は
水
の
供
給
又
は
電
気
通
信
役
務
の

提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
年
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
経
費
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
給
付
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  
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◎ 

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
） 

（
抄
） 

 
（
一
般
競
争
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
七
十
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
つ
き
会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
競
争
（
以
下
「
一
般
競
争
」
と
い
う
。
）
に
付

す
る
と
き
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

（
一
般
競
争
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
七
十
一
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
一
般
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年

以
内
の
期
間
を
定
め
て
一
般
競
争
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た

同
様
と
す
る
。 

一 

契
約
の
履
行
に
当
た
り
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
。 

二 

公
正
な
競
争
の
執
行
を
妨
げ
た
と
き
又
は
公
正
な
価
格
を
害
し
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
と
き
。 

三 

落
札
者
が
契
約
を
結
ぶ
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
と
き
。 

四 

監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
と
き
。 

五 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
つ
た
と
き
。 

六 

こ
の
項
（
こ
の
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
契
約
の
締
結
又
は
契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
代
理
人
、

支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
と
き
。 

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
を
一
般
競
争
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
一
般
競
争
参
加
者
の
資
格
） 

第
七
十
二
条 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
工
事
、
製
造
、
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
に
つ
い
て
の
契
約
の
種
類
ご
と

に
、
そ
の
金
額
等
に
応
じ
、
工
事
、
製
造
又
は
販
売
等
の
実
績
、
従
業
員
の
数
、
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

一
般
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
又
は
随
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時
に
、
一
般
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
を
ま
つ
て
、
そ
の
者
が
当
該
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
基
本
と
な
る

べ
き
事
項
並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
契
約
担
当
官
等
が
定
め
る
一
般
競
争
参
加
者
の
資
格
） 

第
七
十
三
条 
契
約
担
当
官
等
は
、
一
般
競
争
に
付
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
、
当
該
競
争
を
適
正
か
つ
合
理
的
に
行
な
う
た

め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
き
、
さ
ら
に
当
該
競
争
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
、
そ
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
り
当
該
競
争
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
入
札
の
公
告
） 

第
七
十
四
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
り
一
般
競
争
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
十
日
前
に
官

報
、
新
聞
紙
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
を
五
日
ま
で
に
短
縮
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
入
札
に
つ
い
て
公
告
す
る
事
項
） 

第
七
十
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

二 

競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

三 

契
約
条
項
を
示
す
場
所 

四 

競
争
執
行
の
場
所
及
び
日
時 

五 

会
計
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項 

の
保
証
金
（
以
下
「
入
札
保
証
金
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項 

（
入
札
の
無
効
） 

第
七
十
六
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
第
七
十
四
条
の
公
告
に
お
い
て
、
当
該
公
告
に
示
し
た
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
札
保
証
金
の
納
付
の
免
除
） 
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第
七
十
七
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一

部
を
納
め
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一
般
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
国
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
結
ん
だ
と
き
。 

二 
第
七
十
二
条
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
一
般
競
争
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
契
約
を
結
ば
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。 

（
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
担
保
） 

第
七
十
八
条 

会
計
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
契
約
担
当
官
等
が
入
札
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
担
保
は
、
国
債

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券 

二 

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券 

三 

銀
行
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手 

四 

そ
の
他
確
実
と
認
め
ら
れ
る
担
保
で
財
務
大
臣
の
定
め
る
も
の 

２ 

前
項
の
担
保
の
価
値
及
び
そ
の
提
供
の
手
続
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
予
定
価
格
の
作
成
） 

第
七
十
九
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
そ
の
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
（
第
九
十
一
条
第
一
項
の
競
争
に
あ
つ
て
は
交
換
し
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
の

価
格
の
差
額
と
し
、
同
条
第
二
項
の
競
争
に
あ
つ
て
は
財
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
と
す
る
。
以
下
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
事
項
に
関
す
る
仕
様

書
、
設
計
書
等
に
よ
つ
て
予
定
し
、
そ
の
予
定
価
格
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
を
そ
の
内
容
が
認
知
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
、
開
札
の
際
こ
れ
を
開
札
場

所
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
予
定
価
格
の
決
定
方
法
） 

第
八
十
条 

予
定
価
格
は
、
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
の
総
額
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
定
期
間
継
続
し
て
す
る
製
造
、
修
理
、

加
工
、
売
買
、
供
給
、
使
用
等
の
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
、
単
価
に
つ
い
て
そ
の
予
定
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

予
定
価
格
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
数
量
の
多
寡
、
履
行
期
間
の
長
短
等
を

考
慮
し
て
適
正
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
開
札
） 

第
八
十
一
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
公
告
に
示
し
た
競
争
執
行
の
場
所
及
び
日
時
に
、
入
札
者
を
立
ち
会
わ
せ
て
開
札
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
入
札
者
が
立
ち
会
わ
な
い
と
き
は
、
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
再
度
入
札
） 

第
八
十
二
条 
契
約
担
当
官
等
は
、
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
各
人
の
入
札
の
う
ち
予
定
価
格
の
制
限
に
達
し
た
価
格
の
入
札
が
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
再

度
の
入
札
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
落
札
者
の
決
定
） 

第
八
十
三
条 

落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
契
約
担
当
官
等
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
つ
て
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
契
約
） 

第
八
十
四
条 

会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
の
支
払
の
原
因
と
な
る
契
約
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
予
定
価
格
が
一
千
万
円

（
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
一
千
万
円
を
超
え
る
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
金
額
）
を
超
え
る
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契

約
と
す
る
。 

（
契
約
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
し
な
い
場
合
の
手
続
） 

第
八
十
五
条 

各
省
各
庁
の
長
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項 

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
に
規
定
す
る
契
約
に
つ
い
て
、

相
手
方
と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
の
基
準
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
十
六
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
競
争
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る

価
格
が
、
前
条
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
調
査
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の
結
果
及
び
自
己
の
意
見
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
を
契
約
審
査
委
員
に
提
出
し
、
そ
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
十
七
条 

契
約
審
査
委
員
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
契
約
担
当
官
等
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
し
、
書
面
に
よ
つ
て
意
見

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
十
八
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
契
約
審
査
委
員
の
意
見
の
う
ち
の
多
数
が
自
己
の
意
見
と
同
一
で
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
他

の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
（
以
下
「
次
順
位
者
」
と
い
う
。
）
を
落
札
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
契
約
審
査
委
員
の
意
見
の
う
ち
の
多
数
が
自
己
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
に
よ
り
当
該

契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
次
順
位
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
し
な
い
場
合
の
手
続
） 

第
八
十
九
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
競
争
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
と
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
つ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
自
己
の
意
見
を
記
載
し
、
又

は
記
録
し
た
書
面
を
当
該
各
省
各
庁
の
長
に
提
出
し
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
順
位
者
を
落
札
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
入
札
者
を
落
札
者
と
し
な
か
つ
た
場
合
の
書
面
の
提
出
） 

第
九
十
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
競
争
に
関
す
る
調
書
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
写
し

を
添
え
、
こ
れ
を
当
該
各
省
各
庁
の
長
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
及
び
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
次
順
位
者
を
落
札
者
と
し
た
と
き
。
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
及
び
自
己
の
意
見
を
記
載
し
、
又
は
記
録

し
た
書
面
並
び
に
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
契
約
審
査
委
員
の
意
見
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面 

二 

前
条
の
規
定
に
よ
り
次
順
位
者
を
落
札
者
と
し
た
と
き
。
同
条
に
規
定
す
る
理
由
及
び
自
己
の
意
見
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
並
び
に
当
該
各
省
各

庁
の
長
の
承
認
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

（
交
換
等
に
つ
い
て
の
契
約
を
競
争
に
付
し
て
行
な
う
場
合
の
落
札
者
の
決
定
） 

第
九
十
一
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
の
所
有
に
属
す
る
財
産
と
国
以
外
の
者
の
所
有
す
る
財
産
と
の
交
換
に
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関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
の
見
積
価
格
の
差
額
が
国
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

契
約
担
当
官
等
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
契
約
で
前
項
に
規
定
す

る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
国
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の

を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
再
度
公
告
入
札
の
公
告
期
間
） 

第
九
十
二
条 
契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
者
若
し
く
は
落
札
者
が
な
い
場
合
又
は
落
札
者
が
契
約
を
結
ば
な
い
場
合
に
お
い
て
、
さ
ら
に
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と

き
は
、
第
七
十
四
条
の
公
告
の
期
間
を
五
日
ま
で
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
せ
り
売
り
） 

第
九
十
三
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
動
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
節
の
規
定
に
準
じ
、
せ
り
売
り
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
名
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
） 

第
九
十
四
条 

会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

予
定
価
格
が
五
百
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。 

二 

予
定
価
格
が
三
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
い
入
れ
る
と
き
。 

三 

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
百
六
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
り
入
れ
る
と
き
。 

四 

予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
り
払
う
と
き
。 

五 

予
定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
し
付
け
る
と
き
。 

六 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
二
百
万
円
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。 

２ 

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
名
競
争
に
付
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

（
指
名
競
争
参
加
者
の
資
格
） 

第
九
十
五
条 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
工
事
、
製
造
、
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
に
つ
い
て
の
契
約
の
種
類
ご
と
に
、
そ
の
金
額
等
に
応

じ
、
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
名
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
定
め
た
場
合
に
準
用
す
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
資
格
が
第
七
十
二
条
第
一
項
の
資
格
と
同
一
で
あ
る
等
の
た
め
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
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規
定
に
よ
る
資
格
の
審
査
及
び
名
簿
の
作
成
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
資
格
の
審
査
及
び
名
簿
の
作
成
は
、
行
な
わ
ず
、
同
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
の
審
査
及
び
名
簿
の
作
成
を
も
つ
て
代
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
年
間
の
契
約
の
件
数
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
契
約
担
当
官
等
に
係
る
指
名
競
争

に
つ
い
て
は
、
当
該
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
そ
の
審
査
に
関
し
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
と
異
な
る
定
め
を
し
、
又
は
当
該
競
争

に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
名
簿
を
作
成
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
名
基
準
） 

第
九
十
六
条 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
契
約
担
当
官
等
が
前
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
競
争
に
参
加
す
る
者
を
指
名
す
る
場

合
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
競
争
参
加
者
の
指
名
） 

第
九
十
七
条 

契
約
担
当
官
等
は
、
指
名
競
争
に
付
す
る
と
き
は
、
第
九
十
五
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
前
条
第
一
項
の
基
準
に
よ
り
、
競
争
に
参
加

す
る
者
を
な
る
べ
く
十
人
以
上
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
十
五
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
指
名
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
般
競
争
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
九
十
八
条 

第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
名
競
争
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
） 

第
九
十
九
条  

会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。 

二 

予
定
価
格
が
二
百
五
十
万
円
を
超
え
な
い
工
事
又
は
製
造
を
さ
せ
る
と
き
。 

三 

予
定
価
格
が
百
六
十
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
買
い
入
れ
る
と
き
。 

四 

予
定
賃
借
料
の
年
額
又
は
総
額
が
八
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
借
り
入
れ
る
と
き
。 

五 

予
定
価
格
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
財
産
を
売
り
払
う
と
き
。 

六 

定
賃
貸
料
の
年
額
又
は
総
額
が
三
十
万
円
を
超
え
な
い
物
件
を
貸
し
付
け
る
と
き
。 
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七 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
財
産
の
売
買
及
び
物
件
の
貸
借
以
外
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
百
万
円
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。 

八 

運
送
又
は
保
管
を
さ
せ
る
と
き
。 

九 

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
と
の
間
で
契

約
を
す
る
と
き
。 

十 

農
場
、
工
場
、
学
校
、
試
験
所
、
刑
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
生
産
に
係
る
物
品
を
売
り
払
う
と
き
。 

十
一 

国
の
需
要
す
る
物
品
の
製
造
、
修
理
、
加
工
又
は
納
入
に
使
用
さ
せ
る
た
め
必
要
な
物
品
を
売
り
払
う
と
き
。 

十
二 

法
律
の
規
定
に
よ
り
財
産
の
譲
与
又
は
無
償
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
そ
の
財
産
を
売
り
払
い
又
は
有
償
で
貸
し
付
け
る
と
き
。 

十
三 

非
常
災
害
に
よ
る
罹
災
者
に
国
の
生
産
に
係
る
建
築
材
料
を
売
り
払
う
と
き
。 

十
四 

罹
災
者
又
は
そ
の
救
護
を
行
な
う
者
に
災
害
の
救
助
に
必
要
な
物
件
を
売
り
払
い
又
は
貸
し
付
け
る
と
き
。 

十
五 

外
国
で
契
約
を
す
る
と
き
。 

十
六 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
そ
の
他
の
公
法
人
、
公
益
法
人
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
慈
善
の
た
め
設
立
し
た
救
済
施
設
か
ら
直
接
に

物
件
を
買
い
入
れ
又
は
借
り
入
れ
る
と
き
。 

十
七 

開
拓
地
域
内
に
お
け
る
土
木
工
事
を
そ
の
入
植
者
の
共
同
請
負
に
付
す
る
と
き
。 

十
八 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
若
し
く
は
協
同
組
合
連
合
会
又
は
商
工
組
合
若
し
く
は
商
工
組
合
連
合
会
の
保
護
育
成
の
た
め
こ
れ
ら
の
者
か
ら
直

接
に
物
件
を
買
い
入
れ
る
と
き
。 

十
九 

学
術
又
は
技
芸
の
保
護
奨
励
の
た
め
必
要
な
物
件
を
売
り
払
い
又
は
貸
し
付
け
る
と
き
。 

二
十 

産
業
又
は
開
拓
事
業
の
保
護
奨
励
の
た
め
、
必
要
な
物
件
を
売
り
払
い
若
し
く
は
貸
し
付
け
、
又
は
生
産
者
か
ら
直
接
に
そ
の
生
産
に
係
る
物
品
を
買
い

入
れ
る
と
き
。 

二
十
一 

公
共
用
、
公
用
又
は
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
必
要
な
物
件
を
直
接
に
公
共
団
体
又
は
事
業
者
に
売
り
払
い
、
貸
し
付
け
又
は
信
託
す
る
と
き
。 

二
十
二 

土
地
、
建
物
又
は
林
野
若
し
く
は
そ
の
産
物
を
特
別
の
縁
故
が
あ
る
者
に
売
り
払
い
又
は
貸
し
付
け
る
と
き
。 

二
十
三 

事
業
経
営
上
の
特
別
の
必
要
に
基
づ
き
、
物
品
を
買
い
入
れ
若
し
く
は
製
造
さ
せ
、
造
林
を
さ
せ
又
は
土
地
若
し
く
は
建
物
を
借
り
入
れ
る
と
き
。 

二
十
四 

法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
よ
り
問
屋
業
者
に
販
売
を
委
託
し
又
は
販
売
さ
せ
る
と
き
。 

二
十
五 

国
が
国
以
外
の
者
に
委
託
し
た
試
験
研
究
の
成
果
に
係
る
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
の
一
部
を
当
該
試
験
研
究
を
受
託
し
た
者
に
売
り
払
う
と
き
。 
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第
九
十
九
条
の
二 

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
と
き
、
又
は
再
度
の
入
札
を
し
て
も
落
札
者
が
な
い
と
き
は
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
及
び
履
行
期
限
を
除
く
ほ
か
、
最
初
競
争
に
付
す
る
と
き
に
定
め
た
予
定
価
格
そ
の
他
の
条
件
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
九
十
九
条
の
三 

契
約
担
当
官
等
は
、
落
札
者
が
契
約
を
結
ば
な
い
と
き
は
、
そ
の
落
札
金
額
の
制
限
内
で
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
履
行
期
限
を
除
く
ほ
か
、
最
初
競
争
に
付
す
る
と
き
に
定
め
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
分
割
契
約
） 

第
九
十
九
条
の
四 
前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
予
定
価
格
又
は
落
札
金
額
を
分
割
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
当
該
価
格
又
は
金
額
の
制
限

内
で
数
人
に
分
割
し
て
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
予
定
価
格
の
決
定
） 

第
九
十
九
条
の
五 

契
約
担
当
官
等
は
、
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
八
十
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
見
積
書
の
徴
取
） 

第
九
十
九
条
の
六 

契
約
担
当
官
等
は
、
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

◎ 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
） 
（
抄
） 

 

（
処
分
等
の
制
限
）  

第
十
八
条 

行
政
財
産
は
、
貸
し
付
け
、
交
換
し
、
売
り
払
い
、
譲
与
し
、
信
託
し
、
若
し
く
は
出
資
の
目
的
と
し
、
又
は
私
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
財
産
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
貸
し
付
け
、
又
は
私
権
を
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

一 

国
以
外
の
者
が
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
上
に
政
令
で
定
め
る
堅
固
な
建
物
そ
の
他
の
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
で
あ
つ
て
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地

の
供
用
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
国
と
一
棟
の
建
物
を
区
分
し
て
所

有
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
者
（
当
該
行
政
財
産 

を
所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
当
該
行
政
財
産
の
適
正
な
方
法
に
よ
る
管
理
を
行
う
上
で
適
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当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
当
該
土
地
を
貸
し
付
け
る
と
き
。  

二 

国
が
地
方
公
共
団
体
又
は
政
令
で
定
め
る
法
人
と
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
上
に
一
棟
の
建
物
を
区
分
し
て
所
有
す
る
た
め
そ
の
者
に
当
該
土
地
を
貸
し

付
け
る
場
合  

三 
国
が
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
及
び
そ
の
隣
接
地
の
上
に
国
以
外
の
者
と
一
棟
の
建
物
を
区
分
し
て
所
有
す
る
た
め
そ
の
者
（
当
該
建
物
の
う
ち
行
政
財
産
で

あ
る
部
分
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
各
省
各
庁
の
長
が
当
該
行
政
財
産
の
適
正
な
方
法
に
よ
る
管
理
を
行
う
上
で
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
当
該
土
地

を
貸
し
付
け
る
場
合  

四 

国
の
庁
舎
等
の
使
用
調
整
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
庁
舎
等
に
つ
い
て
そ
の
床
面
積
又

は
敷
地
に
余
裕
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
国
以
外
の
者
（
当
該
庁
舎
等
を
所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
当
該
庁
舎
等
の
適
正
な
方

法
に
よ
る
管
理
を
行
う
上
で
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
当
該
余
裕
が
あ
る
部
分
を
貸
し
付
け
る
と
き
（
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
。  

五 

行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
地
方
公
共
団
体
又
は
政
令
で
定
め
る
法
人
の
経
営
す
る
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
者
の
た
め
に
当
該
土
地
に
地
上
権
を
設
定
す
る
と
き
。  

六 

行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
地
方
公
共
団
体
又
は
政
令
で
定
め
る
法
人
の
使
用
す
る
電
線
路
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
者
の
た
め
に
当
該
土
地
に
地
役
権
を
設
定
す
る
と
き
。  

３ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
土
地
の
上
に
所
有
す
る
一
棟
の
建
物
の
一
部
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
国
以
外
の
者
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
行
政
財
産
を

所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
当
該
行
政
財
産
の
適
正
な
方
法
に
よ
る
管
理
を
行
う
上
で
適
当
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
に
当
該
土
地
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
。  

４ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
施
設
を

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

５ 

前
各
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。  

６ 

行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

７ 

地
方
公
共
団
体
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
地
方
道
路
公
社
が
行
政
財
産
を
道
路
、
水
道
又
は
下
水
道
の
用
に
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供
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
の
貸
付
け
、
同
項
第
五
号
の
地
上
権
若
し
く
は
同
項
第
六
号
の
地
役
権
の
設
定
又
は
前
項
の
許
可
を
す
る

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
当
該
行
政
財
産
を
無
償
で
使
用
さ
せ
、
又
は
収
益
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

８ 
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
す
る
行
政
財
産
の
使
用
又
は
収
益
に
つ
い
て
は
、
借
地
借
家
法 

（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。  

  

◎ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

（
抄
） 

 

第
九
十
六
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

条
例
を
設
け
又
は
改
廃
す
る
こ
と
。  

二 

予
算
を
定
め
る
こ
と
。  

三 

決
算
を
認
定
す
る
こ
と
。  

四 

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
方
税
の
賦
課
徴
収
又
は
分
担
金
、
使
用
料
、
加
入
金
若
し
く
は
手
数
料
の
徴
収
に
関
す

る
こ
と
。  

五 

そ
の
種
類
及
び
金
額
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。  

六 

条
例
で
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
財
産
を
交
換
し
、
出
資
の
目
的
と
し
、
若
し
く
は
支
払
手
段
と
し
て
使
用
し
、
又
は
適
正
な
対
価
な
く
し
て
こ
れ
を
譲

渡
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
こ
と
。  

七 

不
動
産
を
信
託
す
る
こ
と
。  

八 

前
二
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
種
類
及
び
金
額
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
財
産
の
取
得
又
は
処
分
を
す
る
こ
と
。  

九 

負
担
付
き
の
寄
附
又
は
贈
与
を
受
け
る
こ
と
。  

十 

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
。  

十
一 

条
例
で
定
め
る
重
要
な
公
の
施
設
に
つ
き
条
例
で
定
め
る
長
期
か
つ
独
占
的
な
利
用
を
さ
せ
る
こ
と
。  

十
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
当
事
者
で
あ
る
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
、
訴
え
の
提
起
（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
の
処
分
又
は
裁
決
（
行
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政
事
件
訴
訟
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
条
第
三
項 

に
規
定
す
る
裁
決
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
九
十
二
条
及
び
第

百
九
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
十
一
条
第
一
項 

（
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項 

（
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
（
以
下
こ

の
号
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
九
十
二
条
及
び
第
百
九
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
「
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
、
和
解
（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
の
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告 

と
す
る
訴
訟
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
あ
つ

せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
る
こ
と
。  

十
三 

法
律
上
そ
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
。  

十
四 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
活
動
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。  

十
五 

そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
条
例
を
含
む
。
）
に
よ
り
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項  

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
事
件
（
法
定
受
託
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ

き
議
会
の
議
決
す
べ
き
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
契
約
の
締
結
）  

第
二
百
三
十
四
条 

 

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と

す
る
。  

２ 

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
契
約
の
目
的
に
応
じ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
高
又
は
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価

格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
以
外
の
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
競
争
入
札
に
つ
き
入
札
保
証
金
を
納
付
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
納
付
に
係
る
入

札
保
証
金
（
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。）
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。  

５ 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
契
約
に
つ
き
契
約
書
又
は
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
契
約
の
相
手
方
と
と
も
に
、
契
約
書
に
記
名
押
印
し
、
又
は
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
若
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し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
及
び
契
約
の
相
手
方
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
講
ず
る
措
置
で
あ
つ
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
改
変
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
等
こ
れ
ら
の
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
当
該
契
約
は
、
確
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。  

６ 
競
争
入
札
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
競
争
入
札
に
お
け
る
公
告
又
は
指
名
の
方
法
、
随
意
契
約
及
び
せ
り
売
り
の
手
続
そ
の
他
契
約
の
締
結
の

方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。  

（
契
約
の
履
行
の
確
保
）  

第
二
百
三
十
四
条
の
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約
又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
又
は
そ
の
受
け
る
給
付
の
完
了
の

確
認
（
給
付
の
完
了
前
に
代
価
の
一
部
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
行
な
う
工
事
若
し
く
は
製
造
の
既
済
部
分
又
は
物
件
の
既
納
部
分
の
確
認
を
含

む
。
）
を
す
る
た
め
必
要
な
監
督
又
は
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
契
約
の
相
手
方
を
し
て
契
約
保
証
金
を
納
付
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ

の
契
約
保
証
金
（
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
）
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
損
害
の
賠
償
又
は
違
約
金
に
つ
い
て
契
約
で 

別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。  

（
長
期
継
続
契
約
）  

第
二
百
三
十
四
条
の
三 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
、
電
気
、
ガ
ス
若
し
く
は
水
の
供
給
若
し
く

は
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
又
は
不
動
産
を
借
り
る
契
約
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各

年
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
経
費
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
給
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
財
産
の
管
理
及
び
処
分
）  

第
二
百
三
十
七
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
財
産
」
と
は
、
公
有
財
産
、
物
品
及
び
債
権
並
び
に
基
金
を
い
う
。  

２ 

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
産
は
、
条
例
又
は
議
会
の
議
決
に
よ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、

こ
れ
を
交
換
し
、
出
資
の
目
的
と
し
、
若
し
く
は
支
払
手
段
と
し
て
使
用
し
、
又
は
適
正
な
対
価
な
く
し
て
こ
れ
を
譲
渡
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な

い
。  

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
産
は
、
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
で
議
会
の
議
決
に
よ
る
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
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が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
信
託
し
て
は
な
ら
な
い
。  

（
公
の
施
設
）  

第
二
百
四
十
四
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い
う
。
）
を
設

け
る
も
の
と
す
る
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利

用
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。  

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。  

（
公
の
施
設
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
）  

第
二
百
四
十
四
条
の
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
公
の
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
管
理

に
関
す
る
事
項
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
定
め
る
重
要
な
公
の
施
設
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
特
に
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
条
例
で
定
め
る
長

期
か
つ
独
占
的
な
利
用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
に
お
い
て
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
公
の
施
設
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
本
条
及
び
第
二
百
四
十
四
条
の
四
に
お
い
て
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当

該
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

前
項
の
条
例
に
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及
び
業
務
の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。  

５ 

指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
期
間
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。  

６ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。  

７ 

指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
そ
の
管
理
す
る
公
の
施
設
の
管
理
の
業
務
に
関
し
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
公
の
施
設
を
設
置
す
る
普
通
地
方
公
共

団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

８ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
管
理
す
る
公
の
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
次
項
に
お
い
て
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）

を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  
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９ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

１０ 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
管
理
す
る
公
の
施
設
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
管
理
の
業

務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
、
実
地
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

１１ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
管
理
者
が
前
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
そ
の
他
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。  

  

◎ 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
） 

（
抄
） 

 第
百
二
十
一
条
の
二 

地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
契
約
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
定
め
る
も

の
と
し
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
予
定
価
格
の
金
額
が
同
表
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。  

２ 

地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
財
産
の
取
得
又
は
処
分
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
上
欄
に
定
め
る
も

の
と
し
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
予
定
価
格
の
金
額
が
同
表
下
欄 

に
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。  

（
指
名
競
争
入
札
）  

第
百
六
十
七
条 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。  

一 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
物
件
の
売
買
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
一
般
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。  

二 

そ
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
競
争
に
加
わ
る
べ
き
者
の
数
が
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
少
数
で
あ
る
契
約
を
す
る
と

き
。  

三 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。  

（
随
意
契
約
）  

第
百
六
十
七
条
の
二 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。  

一 

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年
額
又
は
総
額
）
が
別
表
第
五
上
欄
に
掲
げ
る
契

88



約
の
種
類
に
応
じ
同
表
下
欄
に 

定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。  

二 

不
動
産
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る
物
品
の
製
造
、
修
理
、
加
工
又
は
納
入
に
使
用
さ
せ
る
た
め
必
要
な
物
品
の
売
払
い

そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又 

は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。  

三 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施

設
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
一

項 

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
施
設
若
し
く
は
小
規
模
作
業
所
（
障

害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
必
要
な
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定

め
る
手
続
に
よ
り
買
い
入
れ
る
契
約
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
小
規
模
作
業
所
、
高
年
齢

者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律 

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
若
し
く
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
又
は
母
子
及
び

寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
が
行
う
事
業
で
そ
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
が
主
と
し
て

同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る
も
の
に
係
る
役
務
の
提
供
を
当
該

母
子
福
祉
団
体
か
ら
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
受
け
る
契
約
を
す
る
と
き
。  

四 

新
商
品
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
図
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者

が
新
商
品
と
し
て
生
産
す
る
物
品
を
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
買
い
入
れ
る
契
約
を
す
る
と
き
。  

五 

緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。  

六 

競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。  

七 

時
価
に
比
し
て
著
し
く
有
利
な
価
格
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
の
あ
る
と
き
。  

八 

競
争
入
札
に
付
し
入
札
者
が
な
い
と
き
、
又
は
再
度
の
入
札
に
付
し
落
札
者
が
な
い
と
き
。  

九 

落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
。  

２ 

前
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
は
、
契
約
保
証
金
及
び
履
行
期
限
を
除
く
ほ
か
、
最
初
競
争
入
札
に
付
す
る
と
き
に
定
め
た
予
定
価
格
そ
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の
他
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

３ 

第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
は
、
落
札
金
額
の
制
限
内
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
履
行
期
限
を
除
く
ほ
か
、
最
初
競
争
入

札
に
付
す
る
と
き
に
定
め
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

４ 
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
予
定
価
格
又
は
落
札
金
額
を
分
割
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
り
、
当
該
価
格
又
は
金
額
の
制
限
内
で
数
人
に
分

割
し
て
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
せ
り
売
り
）  

第
百
六
十
七
条
の
三 
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
せ
り
売
り
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
動
産
の
売
払
い
で
当
該
契
約
の
性
質

が
せ
り
売
り
に
適
し
て
い
る
も
の
を
す
る
場
合
と
す
る
。  

（
一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
）  

第
百
六
十
七
条
の
四 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
一
般
競
争
入
札
に
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な

い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年

以
内
の
期
間
を
定
め
て
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る

者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。  

一 

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
。  

二 

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
と
き
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し

た
と
き
。  

三 

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
と
き
。  

四 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
と
き
。  

五 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
つ
た
と
き
。  

六 

こ
の
項
（
こ
の
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
契
約
の
締
結
又
は
契
約
の
履
行
に
当
た
り
代
理
人
、

支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
と
き
。  

第
百
六
十
七
条
の
五 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
と
し
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て
、
あ
ら
か
じ
め
、
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
、
工
事
、
製
造
又
は
販
売
等
の
実
績
、
従
業
員
の
数
、
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件

と
す
る
資
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
百
六
十
七
条
の
五
の
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
、

当
該
入
札
を
適
正
か
つ
合
理
的
に
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
き
、
更
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る

者
の
事
業
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
者
の
当
該
契
約
に
係
る
工
事
等
に
つ
い
て
の 

経
験
若
し
く
は
技
術
的
適
性
の
有
無
等
に
関
す
る
必
要
な
資
格
を
定
め
、
当
該

資
格
を
有
す
る
者
に
よ
り
当
該
入
札
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
一
般
競
争
入
札
の
公
告
）  

第
百
六
十
七
条
の
六 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
入
札

の
場
所
及
び
日
時
そ
の
他
入
札
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
公
告
に
お
い
て
、
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た

入
札
は
無
効
と
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
一
般
競
争
入
札
の
入
札
保
証
金
）  

第
百
六
十
七
条
の
七 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
を
し
て
当
該
普
通

地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
率
又
は
額
の
入
札
保
証
金
を
納
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
、
地
方
債
そ
の
他
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
確
実
と
認
め
る
担
保
の
提
供
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。  

（
一
般
競
争
入
札
の
開
札
及
び
再
度
入
札
）  

第
百
六
十
七
条
の
八 

一
般
競
争
入
札
の
開
札
は
、
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
入
札
の
場
所
に
お
い
て
、
入
札
の
終
了
後
直
ち
に
、
入

札
者
を
立
ち
会
わ
せ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
者
が
立
ち
会
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

入
札
者
は
、
そ
の
提
出
し
た
入
札
書
（
当
該
入
札
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
書
換
え
、
引
換
え
又
は
撤
回
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。  
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３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
各
人
の
入
札
の
う
ち
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
の
入
札
が
な

い
と
き
（
第
百
六
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
最
低
制
限
価
格
を
設
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
で
最
低
制
限
価
格
以

上
の
価
格
の
入
札
が
な
い
と
き
）
は
、
直
ち
に
、
再
度
の
入
札
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
一
般
競
争
入
札
の
く
じ
に
よ
る
落
札
者
の
決
定
）  

第
百
六
十
七
条
の
九 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引

か
せ
て
落
札
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札

事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る
。  

（
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）  

第
百
六
十
七
条
の
十 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
の
当
該
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
つ
て
は
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に

適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

つ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者
の
う
ち
、

最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約

の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
最
低
制
限
価
格
を
設
け
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最

低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
で
最
低
制
限
価
格
以
上
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
の

う
ち
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
百
六
十
七
条
の
十
の
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
が
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
三
項 

本
文
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
と
な

る
べ
き
者
の
当
該
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
つ
て
は
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
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の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
つ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者
の
う
ち
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
つ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
係
る
申
込
み
の
う
ち
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
と
つ
て
最
も
有
利
な

も
の
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
落
札
者
決
定 

基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
落
札
者
決
定
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
学
識
経
験
を
有
す
る

者
（
次
項
に
お
い
て
「
学
識 

経
験
者
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

５ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
お
い
て
、
併
せ
て
、
当
該
落
札
者
決
定
基
準
に
基
づ
い
て
落
札
者
を
決
定
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
改
め
て
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
も
の
と
し
、
改
め
て
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
は
、

当
該
落
札
者
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

６ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
の
ほ
か
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨
及
び
当
該
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
係
る
落
札
者
決
定
基
準
に
つ
い
て
も
、
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。  

（
指
名
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
一 
 

第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
指
名
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
と
し
て
、
工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
物
件
の
買

入
れ
そ
の
他
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
定
め
る
契
約
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
、
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
事
項
を
要
件
と
す
る
資
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

（
指
名
競
争
入
札
の
参
加
者
の
指
名
等
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
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格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
入
札
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
入
札
の
場
所
及
び
日
時
そ
の
他
入
札
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
そ
の
指
名
す
る
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 
第
百
六
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
指
名
競
争
入
札

（
以
下
「
総
合
評
価
指
名
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
ほ
か
、
総
合
評
価
指
名
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨
及
び
当
該
総
合
評
価
指
名
競
争
入
札
に
係
る
落
札
者
決
定
基
準
に
つ
い
て
も
、
通
知

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
指
名
競
争
入
札
の
入
札
保
証
金
等
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
三 

第
百
六
十
七
条
の
七
か
ら
第
百
六
十
七
条
の
十
ま
で
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
指
名
競
争
入
札

の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

（
せ
り
売
り
の
手
続
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
四 

第
百
六
十
七
条
の
四
か
ら
第
百
六
十
七
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
せ
り
売
り
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

（
監
督
又
は
検
査
の
方
法
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
五 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
監
督
は
、
立
会
い
、
指
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。  

２ 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
契
約
書
、
仕
様
書
及
び
設
計
書
そ
の
他
の
関
係
書
類
（
当
該
関
係
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。）
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
目
的
た
る
物
件
の
給
付
の
完
了
後
相
当
の

期
間
内
に
当
該
物
件
に
つ
き
破
損
、
変
質
、
性
能
の
低
下
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
取
替
え
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
旨
の
特
約
が
あ
り
、

当
該
給
付
の
内
容
が
担
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
を
必
要
と
す
る
こ
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と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
よ
つ
て
監
督
又
は
検
査
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
以
外
の
者
に
委
託
し
て
当
該
監
督
又
は
検
査
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
契
約
保
証
金
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
六 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
と
契
約
を
締
結
す
る
者
を
し
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
率
又
は

額
の
契
約
保
証
金
を
納
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

第
百
六
十
七
条
の
七
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。  

（
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
）  

第
百
六
十
七
条
の
十
七 
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
契
約
は
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
物
品
を
借
り
入
れ
又
は
役
務
の
提 

供
を
受
け
る
契
約
で
、
そ
の
契
約
の
性
質
上
翌
年
度
以
降
に
わ
た
り
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
当
該
契
約
に
係
る
事
務
の
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の

の
う
ち
、
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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別
表
第
三 

（
第
百
二
十
一
条
の
二
関
係
）  

                   

◎ 

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
） 

（
抄
） 

 （
設
定
の
要
件
）  

工
事
又
は
製
造
の
請
負 

町
村 

五
〇
、
〇
〇
〇

市
（
指
定
都
市
を 

除
く
。
次
表
に
お 

い
て
同
じ
。
） 

一
五
〇
、
〇
〇
〇

指
定
都
市 

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

千
円

都
道
府
県 

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
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第
十
五
条 

ダ
ム
使
用
権
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
、
流
水
を
特
定
用
途
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
つ
て
設
定
す
る
。  

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
ダ
ム
使
用
権
を
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。  

一 

申
請
人
が
多
目
的
ダ
ム
に
よ
る
流
水
の
貯
留
を
利
用
し
て
流
水
を
当
該
特
定
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
、
河
川
の
総
合
開
発
の
目
的
に
適
合
す
る
こ
と
。  

二 
申
請
人
が
、
流
水
を
当
該
特
定
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
及
び
流
水
を
当
該
特
定
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
営
も
う
と
す
る
事
業
に
つ
い
て
必

要
な
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
受
け
る
見
込
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。  

（
設
定
の
申
請
の
却
下
）  

第
十
六
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
基
本
計
画
に
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
予
定
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
以
外
の
者
の
設
定
の
申
請
を

却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
予
定
者
の
設
定
の
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

ダ
ム
使
用
権
の
設
定
予
定
者
が
、
前
条
第
二
項
の
要
件
を
備
え
な
く
な
つ
た
と
き
。  

二 

第
七
条
第
一
項
の
負
担
金
を
納
付
し
な
い
と
き
。  

三 

基
本
計
画
を
廃
止
し
た
と
き
。  

（
設
定
）  

第
十
七
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
多
目
的
ダ
ム
の
建
設
を
完
了
し
た
と
き
は
、
た
だ
ち
に
、
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
予
定
者
に
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。  

第
十
八
条 

 

ダ
ム
使
用
権
の
設
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

設
定
の
目
的  

二 

ダ
ム
使
用
権
に
よ
り
貯
留
が
確
保
さ
れ
る
流
水
の
最
高
及
び
最
低
の
水
位
並
び
に
量  

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
該
多
目
的
ダ
ム
が
十
分
に
そ
の
効
用
を
果
す
た
め
に
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
流
水
の
貯
留
が
確
保
さ
れ
る
地
域
）  

第
十
九
条 

ダ
ム
使
用
権
に
よ
つ
て
流
水
の
貯
留
が
確
保
さ
れ
る
地
域
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
流
水
の
最
高
水
位
に
お
け
る
水
平
面
が
土
地
に
接
す

る
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
る
地
域
と
す
る
。  

（
性
質
）  
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第
二
十
条 

ダ
ム
使
用
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
動
産
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。  

第
二
十
一
条 

ダ
ム
使
用
権
は
、
相
続
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
、
譲
渡
、
滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
並
び
に
一
般
の
先
取
特
権

及
び
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
ほ
か
、
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

（
処
分
の
制
限
）  

第
二
十
二
条 
ダ
ム
使
用
権
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
移
転
（
相
続
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
（
法
人
の
分
割
に
よ
る
承
継
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ダ
ム
使
用
権
の 

設
定
の
目
的
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
目
的
と
し
、
分
割
し
、

併
合
し
、
又
は
そ
の
設
定
の
目
的
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

第
二
十
三
条 

抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ
て
い
る
ダ
ム
使
用
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
抵
当
権
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
分
割
、
併
合
若
し
く
は
設
定
の
目
的
の
変

更
の
許
可
を
申
請
し
、
又
は
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

（
取
消
の
処
分
等
）  

第
二
十
四
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
ダ
ム
使
用
権
者
の
有
す
る
流
水
占
用
権
に
つ
き
、
河
川
法
第
二
十
三
条 

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す

場
合
に
お
い
て
、
何
人
に
も
従
前
ど
お
り
の
流
水
の
占
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
ダ
ム
使
用
権
に
つ
き
、
こ
れ
に
相
当
す
る
取
消
又
は
変
更
の
処

分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
二
十
五
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
ダ
ム
使
用
権
者
の
有
す
る
流
水
占
用
権
に
つ
き
、
河
川
法
第
二
十
三
条 

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
し

た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
者
に
新
た
に
流
水
の
占
用
を
認
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
ダ
ム
使
用
権
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
ダ
ム
使
用
権
の
全

部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
項
の
期
間
内
に
ダ
ム
使
用
権
の
譲
渡
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
ダ
ム
使
用
権
者
の
有
し
て
い
た
流
水
占
用
権
の
全
部
又
は
一
部
と
同
一
の

流
水
占
用
権
に
つ
き
他
の
者
が
河
川
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
見
込
が
十
分
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
ダ
ム
使
用
権
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き

取
消
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

（
登
録
）  

第
二
十
六
条 

ダ
ム
使
用
権
又
は
ダ
ム
使
用
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限
は
、
ダ
ム
使
用
権
登
録
簿
に
登
録
す
る
。  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
登
記
に
代
る
も
の
と
す
る
。  

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法 

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章 

及
び
第
三
章 

の
規
定
は
、
適
用
し
な
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い
。  

４ 

ダ
ム
使
用
権
登
録
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。  

５ 
ダ
ム
使
用
権
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第

二
条
第
三
項 

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。  

６ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。  

（
納
付
金
）  

第
二
十
七
条 

 

ダ
ム
使
用
権
の
設
定
を
受
け
る
者
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、
多
目
的
ダ
ム
に
よ
る
流
水
の
貯
留
を
利
用
し
て

流
水
を
当
該
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
の
目
的
で
あ
る
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
効
用
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定
の
投
資
額
を
勘
案
し
て
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
納
付
金
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
負
担
金
等
の
還
付
）  

第
二
十
八
条 

ダ
ム
使
用
権
に
つ
き
、
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
又
は
変
更
の
処
分
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
は
、
す
で
に
納
付
さ

れ
た
第
七
条
第
一
項
の
負
担
金
又
は
前
条
の
納
付
金
の
う
ち
、
同
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
一
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
使
用
権
の
設
定
を
受
け
た
者
に
対
し
て
還
付
す
る
額
は
、
第
七
条
第
一
項
の
負
担
金
の
額
か
ら
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
償
却
額
を
控
除
し
た
額
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
。  

２ 

第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
又
は
変
更
の
処
分
に
よ
り
消
滅
し
た
全
部
又
は
一
部
の
ダ
ム
使
用
権
の
上
に
抵
当
権
の
設
定
が

登
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
国
は
、
そ
の
抵
当
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
き
、
前
項
の
還
付
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

抵
当
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
還
付
金
に
対
し
て
、
そ
の
権
利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。  
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